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E

|
|
ド
イ
ツ
に
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け
る
訴
訟
の
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子
化
の
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ま
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と
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の
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I
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テ
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と
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法
と
遠
隔
通
信
技
術
」
に
関
係
す
る
二
・
一
二
の
基
本
的
な
概
念
に
関
す
る
は
し
が
き

E
.
情
報
化
時
代
の
司
法
と
遠
隔
通
信
技
術

E
.
上
記
の
テ
l
マ
に
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す
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、
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イ
ツ
の
法
学
、
法
実
務
、
法
政
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、
立
法
の
対
応

訳
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説

1
.
法
学

2
.
法
実
務

3
.
法
政
策
と
立
法

w.
従
来
の
問
題
の
経
緯
と
将
来
の
課
題
に
関
す
る
批
判
的
覚
え
書
一
き

V
.
お
わ
り
に
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論

I
.
本
稿
の
テ

i
マ
と

「
法
と
遠
隔
通
信
技
術
」

に
関
係
す
る
こ
・
三
の
基
本
的
な
概
念
に
関
す
る
は
し
が
き

本
稿
が
取
り
上
げ
る
分
野
で
は
、
多
様
な
概
念
が
込
み
入
っ
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
本
稿
の
テ
l
マ
に
は
、
「
裁
判
手
続
、
遠
隔
通
信
技

神f

E 

(
電
子
)
訴
訟
法
」
な
ど
と
い
う
ま
こ
と
に
不
器
用
な
タ
イ
ト
ル
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
で
裁
判
手
続
、

遠
隔
通
信
技
術
、

(
電
子
)
訴
訟
法
と
い
う
用
語
を
意
識
的
に
羅
列
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
本
稿
が
取
り
扱
っ
て
い
る

の
は
、
現
在
お
よ
び
将
来
の
以
上
の
三
つ
の
分
野
の
相
互
関
係
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
三
つ
の
分
野
の
将
来
の
つ
な
が
り
、
さ
ら
に
、
今
ひ

と
つ
違
っ
た
定
式
化
を
与
え
る
な
ら
、
三
つ
の
分
野
が
様
々
に
交
錯
す
る
部
分
で
の
「
接
点
」
、
「
断
面
」
、
「
緊
張
関
係
に
あ
る
部
分
」
、
三

(
1
)
 

つ
の
分
野
の
相
互
関
係
と
影
響
関
係
、
つ
ま
り
、
双
方
向
の
影
響
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
リ
ュ
ス
マ
ン
の
命
名
に
よ
る
と
、

メ
デ
ィ
ア
の
裁
判
手
続
へ
の
「
浸
透
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
い
わ
ゆ
る
情
報
・
遠
隔
通
信
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

E 

い
わ
ゆ
る
現
代

(
S
F
S邑
g
g
a
S
E
E
S
-
E

g
E
Oロ
8
n
E
D

。-。巴
7
同
(
リ
斗
)

の
、
裁
判
過
程
や
司
法
過
程
へ
の
浸
透
は
、
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
が
、
話
を
簡
単
に
す
る
た

め
に
、
本
稿
で
は
以
上
の
プ
ロ
セ
ス
に
「
電
子
化
」
と
い
う
表
現
を
与
え
て
お
く
。
さ
ら
に
、
情
報
と
通
信
と
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

が
、
こ
こ
で
は
、
単
に
情
報
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
(
百
号

B
邑
g
円

REo-c旬
'
司
)
、
又
は
、
遠
隔
通
信
、
媒
体
、
技
術
(
豆

R
C
E
S
E
R
B
S
-



自
白
色
広
告
弘
同
町
n
F
D
O
E哩
目
、
『
冨
叶
)
な
ど
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。
し
か
も
、
以
上
の
よ
う
な
表
現
を
使
う
か
ら
に
は
、
司
法
と
裁
判
手
続
の
「
技

術
化
」
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
化
」
「
デ
ジ
タ
ル
化
」
あ
る
い
は
、
「
ヴ
ィ
ジ
ユ
ア
ル
化
」
と
い
っ
た
用
語
に
は
、
既
に
市
民
権
が
与
え
ら
れ
て

い
る
こ
と
は
当
然
の
前
提
で
あ
る
。

間
違
い
な
く
司
法
過
程
、
裁
判
過
程
と
関
係
す
る
、
以
上
の
よ
う
な
、
現
代
の
情
報
・
通
信
技
術
(
単
に
、
「
遠
隔
通
信
技
術
」
「
マ
ル
チ

メ
デ
ィ
ア
」
「
情
報
学
」
「
電
子
情
報
処
理
(
凹
U
5
E
2
5
E
n
E
S
勺

5
8包
括
t

巴
)
司
)
」
、
ま
た
は
、
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
」
と
も
い
う

が)、

つ
ま
り
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
浸
透
は
、
ド
イ
ツ
で
は
ま
だ
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
る
が
、
爆
発
的
に
増
え
て
い
く
法
的
問
題
を
提
起

し
つ
つ
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
訴
訟
法
学
は
現
在
に
な
っ
て
、

や
っ
と
、
以
上
の
問
題
と
集
中
的
に
取
り
組
み
始
め
た
と
い
う
状
態
で
あ
る
。

裁判手続、遠隔通信技術、 iE(電子)訴訟法」

弁
護
士
、
裁
判
実
務
、
お
よ
び
、
立
法
で
す
ら
、
ず
っ
と
以
前
か
ら
、
こ
の
法
の
新
大
陸
と
深
く
関
わ
り
あ
っ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
で

あ
る
。
い
わ
ゆ
る
司
法
と
手
続
の
電
子
化
に
対
す
る
、
法
学
、
法
実
務
、
お
よ
び
、
法
政
策
の
反
応
を
、
本
稿
で
は
一
括
し
て
、
「
法
化
」

と
い
っ
て
お
く
こ
と
と
す
る
。
以
上
の
法
化
と
関
係
す
る
遠
隔
通
信
技
術
と
の
接
点
、
断
面
の
総
て
で
、
そ
こ
で
利
用
さ
れ
る
遠
隔
通
信
手

段
が
、
伝
統
的
な
司
法
・
手
続
に
所
与
の
条
件
、
状
態
、
過
程
と
衝
突
し
、
そ
こ
か
ら
、
当
面
の
、
お
よ
び
、
潜
在
的
な
新
た
な
規
律
の
対

象
が
生
じ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

ち
な
み
に
、
本
稿
は
、
話
を
「
裁
判
手
続
」
と
「
E
訴
訟
法
」
に
限
定
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
取
り
扱
わ
れ
る

(
特
別
な
)

テ
ー
マ
は
、
非
常
に
広
範
囲
に
渡
る
問
題
の
単
な
る
一
部
分
、

つ
ま
り
、
「
法
と
遠
隔
通
信
技
術
」

一
般
、
あ
る
い
は
、
情
報
・
通
信
技
術

と
関
係
す
る
法
的
に
重
要
な
一
定
の
現
実
(
法
事
実
)
と
い
う
問
題
の
一
部
分
に
す
、
ぎ
な
い
。
か
っ
、
そ
れ
ら
は
、
現
在
、
極
め
て
現
代
的
、

非
常
に
進
歩
的
な
、
か
っ
、
極
め
て
臆
面
も
な
く
、
「
法
情
報
学
」
ま
た
は
、
「
情
報
法
」
「
情
報
処
理
法
」
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
法
」
「
サ
イ

バ
ー
法
」
「
遠
隔
通
信
技
術
法
」
「
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
法
」
「
E
D
V
法
」
「
オ
ン
ラ
イ
ン
法
」
「

I
T
法
」
「
I
T
C
法
」
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

(2) 

法
」
、
あ
る
い
は
、
単
に
「
ネ
ッ
ト
法
」
(
宮
二
白
戸
骨
呂
母
国
同
・
血
∞
g
c
H
)
と
称
し
た
り
、
あ
る
い
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
未
だ
輪
郭
や
境
界
が

北法550・3)3



説

(
3
)
 

判
然
と
し
な
い
「
情
報
法
」
と
い
う
一
般
的
な
表
現
が
与
え
ら
れ
て
い
る
、
事
実
と
法
に
関
す
る
分
野
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
ら
は
、
例

(4) 

え
ば
、
遠
隔
通
信
技
術
サ
ー
ビ
ス
法
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ロ
パ
イ
ダ

l
契
約
法
と
い
っ
た
方
向
で
、
さ
ら
に
多
方
面
に
分
か
れ
て
お
り
、

か
っ
、
新
た
に
成
立
し
た
、
な
い
し
は
、
成
立
途
上
の
法
分
野
、
あ
る
い
は
、
様
々
の
学
問
的
な
法
分
野
、
立
法
政
策
が
取
り
上
げ
る
べ
き

北法55(1・4)4

τ品

目岡

ル
ー
ル
の
素
材
と
な
っ
て
い
る
。

但
し
、
こ
の
際
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
く
べ
き
は
、
以
上
の
よ
う
な
名
称
を
与
え
ら
れ
た
、
情
報
法
、
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
法
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
法
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
に
類
す
る
法
分
野
は
、
仮
に
、
す
で
に
そ
れ
が
存
在
し
て
い
る
と
し
て
も
、
私
法
、
行
政
法
、
情
報
保
護
法
、
企

業
法
、
競
争
法
、
著
作
権
法
、
刑
事
法
、
訴
訟
法
、
お
よ
び
、
抵
触
法
の
ネ
ッ
ト
化
か
ら
で
き
あ
が
っ
た
、
ま
た
は
、
国
内
法
、
国
際
法
、

超
国
家
法
の
断
面
の
連
合
、
連
携
、
混
合
や
、
あ
る
い
は
、
現
在
ま
た
は
将
来
成
立
す
る
断
片
の
寄
せ
集
め
か
ら
な
り
、
伝
統
的
な
法
分
野

の
内
側
ま
た
は
外
側
に
存
在
し
、
他
の
法
分
野
に
対
し
て
、
す
で
に
あ
る
程
度
の
独
立
性
を
示
し
て
い
る
よ
う
な
、
既
存
の
現
代
的
な
、
ま

た
は
、
新
し
い
特
別
法
の
分
野
で
は
な
い
(
あ
る
い
は
、
未
だ
な
い
)
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
独
自
の
、
何
ら
か
の
方
法
で
厳
格
に
定

義
で
き
、
他
の
法
分
野
と
区
別
で
き
る
、
少
な
く
と
も
あ
る
程
度
は
そ
の
輪
郭
を
描
く
こ
と
が
で
き
る
、
確
固
と
し
た
内
容
が
与
え
ら
れ
た

特
別
法

(
E法
)
は
、
国
家
法
、
国
際
法
の
何
れ
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
存
在
し
な
い
と
い
う
の
が
、
筆
者
の
所
見

で
あ
る
。
当
面
の
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
「
将
来
の
特
別
法
」
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
構
成
部
分
の
一
つ
一
つ
、
さ
ら
に
、
総
て
の
部
分
で
、
ド
イ
ツ

お
よ
び
そ
の
他
の
国
々
で
も
、
至
る
所
で
、
学
問
、
実
務
、
政
治
の
世
界
で
、
し
き
り
と
作
業
が
続
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
現
状
で
あ

る
。
以
上
の
問
題
に
関
し
て
は
、
後
に
詳
し
く
取
り
上
げ
る
こ
と
と
し
よ
う
。

但
し
、
以
下
の
点
に
つ
い
て
だ
け
は
、
予
め
指
摘
し
て
お
き
た
い
n

つ
ま
り
、
あ
る
特
定
の
分
野
で
は
、

E
法
全
体
の
「
孤
立
し
た
一
部
」

が
、
望
ま
し
い
も
の
も
、
そ
う
で
な
い
も
の
も
含
め
て
、
既
に
で
き
あ
が
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ド
イ
ツ
で
は
、
ご

く
最
近
に
な
っ
て
民
法
典
に
取
り
込
ま
れ
た
通
信
販
売
法

(
3
2〉
。
)

ゃ
、
遠
隔
通
信
法
(
司
頁
}
)
、
通
信
サ
ー
ビ
ス
企
業
・
情
報
保
護
法



(吋

U
∞
〈
)
、
通
信
サ
ー
ビ
ス
法
(
叶
0
0
)
、
通
信
サ
ー
ビ
ス
情
報
保
護
法

(
4
0
0
ω
。
)
、
メ
デ
ィ
ア
サ
ー
ビ
ス
の
公
共
契
約
に
関
す
る
法
律

(
冨
ロ
ヨ
〈
)
な
ど
の
、
「
E
独
自
の
」
特
別
法
が
成
立
し
た
分
野
で
あ
る
。
実
は
、
ド
イ
ツ
で
、
最
も

E
法
化
と
大
き
な
関
係
を
持
っ
て
い

た
の
は
、
学
問
、
実
務
、
立
法
が

E
法
に
固
有
の
特
別
法
の
分
野
と
関
係
す
る
局
面
で
は
な
く
、
新
し
い
メ
デ
ィ
ア
と
の
関
係
で
問
題
が
発

(5) 

生
し
、
そ
れ
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
た
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
法
的
問
題
」
を
「
E
と
は
直
接
に
は
関
係
し
な
い
」
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の

限
り
で
は
一
般
的
な
ル

l
ル
に
よ
っ
て
、
片
づ
け
よ
う
と
努
力
し
て
き
た
分
野
に
お
い
て
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
例
え
ば
、
民
法
典

裁判手続、遠隔通信技術、 iE(電子)訴訟法J

の
一
般
規
定
、
特
に
、
契
約
法
の
規
定
、
抵
触
法
上
の
規
定
に
関
し
て
は
民
法
施
行
法
(
開
。
盟
国
)
、
不
正
競
争
防
止
法

(
亡
者
。
)
、
商
標
等
の
保
護
に
関
す
る
法
律
(
冨

R
Z口
。
)
、
著
作
権
お
よ
び
そ
れ
に
類
似
す
る
権
利
に
関
す
る
法
律
(
己
号
。
)
、
連
邦
デ
ー

タ
保
護
法
(
回
。
∞
。
)
、
営
業
法

(
C
2
9
、
刑
法
典

3
5∞
)
、
お
よ
び
、
二

O
O
二
年
一
月
一
日
に
発
効
し
た
「
債
権
法
現
代
化
」
に

よ
っ
て
民
法
典
の
一
部
と
な
っ
た
、
従
来
の
約
款
法
(
〉
。
回
。
)
、
訪
問
販
売
法
(
出
項
目
)
、
消
費
者
信
用
法
(
〈

q
z
p
g、
さ
ら
に
、

(6) 

一
番
新
し
い
も
の
で
は
、
通
信
販
売
法

(
F
B〉
。
)
の
規
定
な
ど
の
私
法
特
別
法
と
消
費
者
保
護
法
の
規
定
で
あ
る
。

や
は
り
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
は
、
独
自
の
包
括
的
な
「
E
法
」
は
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
未
だ
存
在
し
て
い

(
回
。
∞
)

そ
う
は
い
っ
て
も
、

(
ト
ル
コ
)

で
開
催

な
い
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
到
達
段
階
を
よ
く
示
し
て
い
る
の
は
、
二

O
O
-
-年
五
月
に
イ
ス
ミ
l
ル

さ
れ
た
「
国
際
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
法
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
付
け
ら
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
く
ら
い
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
テ
l
マ
は
、
よ
く
見
る
と
、
お
よ
そ
「
国
際
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
法
」
な
ど
で
は
な
く
、
「
契
約
法
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ツ

ト
」
「
証
明
責
任
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
」
「
著
作
権
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
」
「
刑
法
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
」
と
か
、
「
訴
訟
法
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ツ

(
7
)
 

ト
」
な
ど
の
個
別
的
な
問
題
に
す
ぎ
な
い
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
タ
イ
ト
ル
に
関
し
て
、
目
立
た
な
い
と
こ
ろ
で
付
言
さ
れ
て
い
た
の
は
、
シ

北法55(1・5)5

ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
全
体
テ
l
マ
に
「
国
際
」
と
い
う
言
葉
が
付
け
加
え
ら
れ
た
が
ゆ
え
に
、
誤
解
を
生
じ
る
恐
れ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
。
な
ぜ
な
ら
、
も
し
か
す
る
と
「
国
際
的
」
と
い
う
付
加
語
は
、
例
え
ば
、
国
際
私
法
、
国
際
訴
訟
法
に
類
す
る

(
い
ず
れ
に
せ
よ
、
国



説

内
法
で
あ
る
)
抵
触
法
の
分
野
、
あ
る
い
は
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
討
論
で
は
全
く
話
題
に
も
上
っ
て
お
ら
ず
、
お
よ
そ
存
在
す
る
こ
と
も
な

い
国
家
間
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
特
別
法
、
す
な
わ
ち
、
超
国
家
的
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
特
別
法
、
ま
た
は
、
国
際
法
の
性
質
を
帯
び
た
特
別
な
国

家
聞
の
法
を
示
唆
す
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

北j去55(1・6)6

論

E
.
情
報
化
時
代
の
司
法
と
遠
隔
通
信
技
術

さ
て
、
話
題
を
本
題
の
特
別
な
テ

l
マ
に
一
戻
す
に
当
た
っ
て
、
ま
ず
は
思
い
出
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
は
、
情
報
・
遠
隔
通
信
技
術
は
、

最
初
に
そ
れ
が
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
学
生
の
素
人
工
房
で
始
ま
っ
た
後
に
、
初
め
の
段
階
で
は
、
様
々
な
情
報
機
関
(
シ
ー
ク
レ
ッ
ト
・
サ

l

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
軍
事
部
門
で
の
秘
密
情
報
の
伝
達
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
で
あ
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

ピ
ス
)
を
含
め
た
、

の
閉
鎖
性
、
ネ
ッ
ト
へ
の
接
続
の
困
難
、
情
報
伝
達
の
施
錠
な
ど
の
存
在
、
ま
た
は
、
電
子
記
録
お
よ
び
、
電
子
署
名
の
安
全
水
準
が
高
度

で
、
今
日
に
至
っ
て
も
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
領
域
で
は
、
未
だ
に
多
く
の
「
秘
密
の
小
間
物
」
が
介
在
し
て
い
る
と
し
た
ら
、
お
そ
ら
く
そ

の
原
因
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
過
去
の
歴
史
に
由
来
す
る
。
し
か
も
、
お
よ
そ
最
も
オ
ー
プ
ン
で
最
も
公
衆
に
公
開
さ
れ
た
情
報
通
信
メ
デ
ィ

ア
で
あ
る
「
ウ
エ
ツ
ブ
(
宅
2
5
5号
名

目

σ
(宅
老
若
)
)
」
が
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
普
及
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
で
あ
る

(8) 

公
開
原
則
(
。
宮
口

Z
m
g
c円
r
p
s
z
s
'
O
Z喝
)
)
。
こ
の
よ
う
な
過
去
を
振
り
切
っ
て
、
「
人
類
最
大
の
革
命
」
で
あ
る
、
新
た
な
メ
デ
ィ

ア
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
、
今
日
の
い
わ
ゆ
る
情
報
化
社
会
、
つ
ま
り
、
こ
の
間
に
始
ま
っ
た
情
報
「
新
世
代
」
に
お
い
て
、
つ
い
最
近
の

世
紀
の
変
わ
り
目
の
始
ま
り
と
進
歩
の
声
に
も
後
押
し
さ
れ
て
、
ま
ず
は
、
最
初
は
取
引
の
世
界

(03220ヨ予
m
f
S
E
E
R
R咽
?
吉
田
一
吉
田
由
)

(
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

を
席
巻
し
、
同
様
に
次
第
に
世
界
を
ネ
ッ
ト
で
繋
い
だ
「
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
」
(
?
包
。
z
-
8
2
2三
を
、
そ
れ
と
共
に
、
私
的
領
域
を
も
、

つ
ま
り
、
個
人
の
私
的
領
域
、
個
人
の
習
慣
、
感
じ
方
ま
で
を
も
支
配
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
そ
れ
に
続
い
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ツ



ト
と
メ
デ
ィ
ア
は
、
公
的
な
行
政
を
手
中
に
収
め

つ
い
に
は
、
司
法
ま
で
を
も
侵
略
す
る
に
至
つ

(
?
問
。
5
5
5
2
?
?
邑
5
5
5
『
邑
。
ロ
)
、

た
の
で
あ
る

(
m
E』

E
E
B
)
。

以
上
の
よ
う
な
発
展
は
、
司
法
部
門
に
関
し
て
は
、
と
り
あ
え
ず
は
、
裁
判
所
の
書
記
謀
、
役
所
、
官
吏
や
そ
の
職
場
、

ゆ
る
司
法
行
政
(
白
骨
5
5
3
t
s
。ご
z
E
n
m
)
に
入
り
込
ん
で
き
た
だ
け
だ
っ
た
が
、
そ
れ
だ
け
に
止
ま
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
今
や
、
新

し
い
メ
デ
ィ
ア
は
、
裁
判
手
続
ま
で
を
も
巻
き
込
ん
だ
、
よ
り
広
い
範
囲
で
、
公
的
、
職
業
的
、
さ
ら
に
、
私
人
で
あ
る
当
事
者
の
独
自
の

つ
ま
り
、

し、

わ

裁判手続、遠隔通信技術、 fE(電子)訴訟法」

行
動
様
式
や
、
様
々
な
裁
判
前
、
裁
判
中
、
裁
判
後
の
プ
ロ
セ
ス
を
も
、
占
領
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
も
、
司
法
の
核
心
的
な
活
動
領

域
、
つ
ま
り
、
真
実
探
求
、
法
の
探
求
、
事
実
関
係
の
構
成
、
法
の
適
用
、
お
よ
び
、
法
の
継
続
形
成
を
含
め
た
裁
判
官
に
よ
る
法
発
見
と

(
9
)
 

い
う
意
味
で
の
判
決
そ
れ
自
体
を
も
含
め
て
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ま
で
は
以
上
の
よ
う
な
展
開
に
間
々
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
は
あ
っ

て
も
、
訴
訟
法
そ
れ
自
体
は
、
殆
ど
影
響
を
受
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
だ
が
。
と
こ
ろ
が
、
も
し
、
イ
ギ
リ
ス
の
民
事
訴
訟
法
改
正
の
最

終
報
告
「
正
義
へ
の
接
近
(
〉
2
2目)」

で
の
ウ
l
ル
フ
卿
の
評
価
に
賛
成
す
る
な
ら
、
事
態
は
た
ち
ま
ち
劇
変
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

ウ
ー
ル
フ
卿
に
よ
る
と
、

「
I
T
は
現
行
の
シ
ス
テ
ム
と
プ
ロ
セ
ス
を
能
率
化
し
改
良
す
る
た
め
に
役
立
つ
だ
け
で
な
く
、
事
態
が
当
た
り
前
に
推
移
す
る
な
ら
、

大
変
な
変
化
へ
の
触
媒
に
も
な
り
そ
う
で
あ
る
。

:
:
:
I
T
は
近
い
将
来
に
裁
判
シ
ス
テ
ム
の
基
盤
と
な
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
現
在

(
印
)

で
も

I
T
に
は
最
高
度
の
注
意
を
払
っ
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
間
で
、
ど
の
程
度
、
電
子
化
さ
れ
た
現
代
の
潮
流
が
、
裁
判
手
続
そ
の
も
の
に
止
ま
ら
ず
、
い
わ
ゆ
る
「
裁
判
外
」
紛
争
解
決
手
段

(
と
8
5邑
5
0
8ロ門
m
m
g
。-ss'〉
り
ぎ
ま
で
を
も
占
領
し
て
し
ま
っ
た
の
か
は
、
最
近
お
よ
び
最
新
の
報
道
・
専
門
書
、
会
議
や
プ
ロ

(
日
)

ジ
エ
ク
ト
の
題
目
で
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
、
キ
ー
ワ
ー
ド
、
あ
る
い
は
、
司
法
省
の
公
式
発
表
だ
け
か
ら
も
、
即
座
に
見
て
取
れ
る
。
例

北法55(1・717

え
ば
、
司
法
省
の
公
式
発
表
で
は
、



説

至
る
所
で
、
例
え
ば
、
「
電
子
司
法
行
政
(
巳
R
g
E
n
g
E
S
E
a
g
H】
g円)」「
E
D
V
に
よ
る
裁
判
手
続
(
開
。
〈
E
2
3
0コ
包
望
。
noz

北法55(1・8)8

自命

E
B凶
)
」
「
ビ
デ
オ
会
議
に
よ
る
裁
判
手
続
」
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
裁
判
手
続
」
な
い
し
は
、
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
紛
争
解
決
」

「
サ
イ
バ
ー
紛
争
解
決
」
「
オ
ン
ラ
イ
ン
仲
裁
裁
判
」
「
デ
ジ
タ
ル
化
裁
判
手
続
」
な
い
し
は
、
「
ヴ
ァ

l
チ
ヤ
ル
な
裁
判
手
続
」
、
「
電
子
法

取
引
」
「
遠
隔
司
法
」
な
い
し
は
、
「
遠
隔
裁
判
」
「
E
裁
判
所
」
な
い
し
は
、
「
遠
隔
裁
判
所
官
庁

g
Z
2
)
」
、
「
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
と
し

て
の
裁
判
所
」
ま
た
は
、
「
マ
ウ
ス
ク
リ
ッ
ク
に
よ
る
正
義
?
」
な
ど
と
い
う
表
現
が
目
に
つ
く
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
‘
も
っ
と

個
別
的
な
問
題
に
踏
み
込
む
な
ら
、
電
子
書
類
作
成
・
管
理
(
伺
宮
S
E
n
E町田)、

(m-mm同B
E
n
e
g
g
g
z
)
、
「
電
子
送
達

(
n
-
R
R
S
K
8
2
8
)
」
、
「
電
子
申
立
」
「
電
子
訴
訟
提
起
」
「
電
子
上
訴
」
、
「
電
子
立
証
」
「
証
拠

手
段
」
お
よ
び
、
「
証
拠
価
値
」

(nrsoEn
官
。
。
ご
白
E
S
-
m
-
m
a
g
-
n
2
E
g
n
n
)
、
さ
ら
に
、
形
式
化
さ
れ
極
端
化
さ
れ
て
、
本
当
は
そ
う

で
は
な
い
の
だ
が
、
あ
た
か
も
そ
れ
が
問
題
の
中
心
で
あ
る
か
の
よ
う
に
も
見
え
る
、
依
然
と
し
て
喧
し
い
「
電
子
署
名

E
2
5
E
n
印有

マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
文
書
、
電
子
文
書
と
電
子
記
録

E
E同
町
田
)
」
と
い
う
問
題
な
ど
に
つ
い
て
も
、
見
聞
き
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
以
上
の
議
論
や
、
特
に
、
あ
ち
こ
ち
で
単
な
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
止
ま
ら
ず
、
事
実
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ

i

ズ
や
キ
ー
ワ
ー
ド
が
、
す
で
に
実
現
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
点
で
は
、
私
の
知
る
限
り
で
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
は
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

(ロ)

諸
国
お
よ
び
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以
外
の
国
々
に
大
き
く
後
れ
を
と
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ド
イ
ツ
の
立
法
者
は
、
漸
く
最
近
に
な
っ
て
施

行
さ
れ
た
若
干
の
新
た
な
関
係
規
定
に
よ
っ
て
、
少
な
く
と
も
「
ド
イ
ツ
の
民
事
訴
訟
法
を
現
代
の
情
報
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
聞
い
た
」
、
そ

の
結
果
、
か
な
り
前
か
ら
完
全
に
ヴ
ァ

l
チ
ヤ
ル
な
裁
判
手
続
に
思
い
を
い
た
し
た
だ
け
で
な
く
、
既
に
試
験
的
に
行
わ
れ
て
い
る
、
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
、
ウ
ェ

l
ル
ズ
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
と
並
ん
で
、
現
在
で
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
発
展
の
先
頭
に
躍
り
出
た
」
と
い
う
最
近
主
張
き

(
日
)

れ
て
い
る
見
解
に
は
、
と
て
も
賛
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
例
え
ば
、
現
代
の
情
報
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
司
法

制
度
改
革
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、
す
な
わ
ち
、
「
正
義
の
企
て
、
リ
ニ
ュ

l
ア
ル
の
推
進
力
と
し
て
の
情
報
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
」
を
既
に
た
っ
ぷ



(
M
)
 

り
一

O
年
は
実
施
し
て
い
る
、
隣
国
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
、
ド
イ
ツ
は
相
当
後
れ
を
と
っ
て
い
る
し
、
最
近
に
な
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
遠
隔

裁
判
」
と
い
う
大
き
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
開
始
し
た
イ
タ
リ
ア
に
も
、
何
年
も
前
か
ら
試
験
的
に
「
遠
隔
裁
判
所
」
お
よ
び
、
「
遠
隔
裁
判
」

(
日
)

を
実
施
し
、
一
九
九
五
年
に
は
独
自
の
遠
隔
裁
判
法
が
施
行
さ
れ
た
韓
国
に
も
遅
れ
て
お
り
、
依
然
と
し
て
、
司
法
と
情
報
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

に
関
し
て
は
先
行
馬
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
比
べ
て
は
、
そ
も
そ
も
お
話
に
も
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
ド
イ
ツ
に

は
、
現
在
存
在
す
る
司
法
と
裁
判
の
世
界
が
、
電
子
的
、
つ
ま
り
、
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
の
技
術
と
形
式
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
い
か
に
急
速
、

か
っ
、
根
本
的
に
変
わ
り
う
る
か
、
さ
ら
に
、
変
わ
る
必
要
が
あ
る
か
と
い
う
点
で
、
必
要
と
さ
れ
る
理
解
力
、
イ
メ
ー
ジ
を
描
く
力
、
お

(
凶
)

よ
び
、
ゥ

i
ル
フ
卿
が
促
し
た
「
最
高
度
の
注
意
」
が
欠
如
し
て
い
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
相
変
わ
ら
ず
、
い
わ
ゆ
る
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
-

フ
ァ
ッ
ク
ス
」
、
正
確
に
は
、
ス
キ
ャ
ナ
ー
に
よ
る
代
理
人
の
署
名
の
入
っ
た
文
書
デ
ー
タ
フ
ァ
イ
ル
の
電
子
伝
達
が
、
民
事
訴
訟
法
に
規

(
げ
)

定
さ
れ
た
文
章
の
要
件
を
満
足
さ
せ
る
か
と
か
、
依
然
と
し
て
、
信
恵
性
、
真
実
性
、
検
証
可
能
性
、
親
密
性
、
信
頼
性
、
安
全
性
の
問
題

(

時

)

(

ゆ

)

が
過
度
に
強
調
さ
れ
て
、
好
ん
で
、
専
ら
、
「
電
子
化
さ
れ
た
記
録
の
証
明
力
」
や
、
電
子
化
、
つ
ま
り
、
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
た
署
名
の
安

全
性
基
準
の
よ
う
な
些
細
な
問
題
だ
け
が
、
ド
イ
ツ
で
議
論
さ
れ
て
い
る
の
か
は
、
と
て
も
説
明
が
つ
か
な
い
。
但
し
、
電
子
署
名
と
そ
こ

で
要
求
さ
れ
る
安
全
基
準
と
い
う
テ
ー
マ
に
関
し
て
は
、
署
名
に
関
す
る
限
り
で
は
、
ド
イ
ツ
の
民
事
訴
訟
法
は
比
較
的
緩
や
か
で
、
物
わ

か
り
の
良
い
規
定
を
お
い
て
い
る
こ
と
だ
け
は
指
摘
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
(
例
え
ば
、
民
事
訴
訟
法
二
二
O
条
六
号
、
二
五
三
条
四
項
、

五
一
八
条
四
項
の
、
単
な
る
「
義
務
規
定
」
を
参
照
)
。
だ
か
ら
、
以
上
と
の
関
係
で
、
本
当
は
、
例
え
ば
、
記
録
と
署
名
の
真
正
さ
と
完

全
性
を
守
り
、
あ
ろ
う
こ
と
か
、
裁
判
内
、
裁
判
外
で
の
犯
罪
、
と
り
わ
け
、
文
書
犯
罪
や
詐
欺
(
刑
法
二
六
三
条

a、
二
六
八
条
、
二
六

九
条
、
二
七
O
条
、
三
O
三
条

a、
三
O
三
条
b
な
ど
を
参
照
)
を
防
止
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
が
、
一
体
本
当
に
そ
れ
自
体
と
し
て
民
事

訴
訟
法
の
中
心
的
な
課
題
な
の
か
、
あ
る
い
は
、
そ
も
そ
も
中
心
的
な
課
題
と
な
り
う
る
の
か
を
、
聞
い
直
し
て
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も

ち
ろ
ん
、
民
事
訴
訟
法
新
二
一
八
条

a
、

裁判手続、遠隔通信技術、 fE(電子)訴訟法j

一三一

O
条
六
号
、

一二一
O
久
木

a
、

一
七
四
条
(
二

O
O
二
年
七
月
一
日
か
ら
)
、

二
九
二
条

a
、

北法55(1・9)9



説

(
初
)

一
(
三
三
条
と
い
う
新
た
な
「

E
訴
訟
法
」
規
定
を
お
い
た
こ
と
で
、
ド
イ
ツ
の
法
律
家
の

二
九
九
条
三
項
、
二
九
九
条

a、
三
七
一
条
、

論

間
で
も
議
論
の
重
点
は
速
や
か
に
変
化
し
、
ド
イ
ツ
の
立
法
者
は
以
上
の
民
事
訴
訟
法
の
規
定
の
立
法
に
よ
っ
て
何
を
や
っ
て
見
せ
た
の
か

(
幻
)

と
い
う
点
に
議
論
が
及
ぶ
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
。

皿
.
上
記
の
テ
l
マ
に
対
す
る
、
ド
イ
ツ
の
法
学
、
法
実
務
、
法
政
策
、
立
法
の
対
応

本
稿
の
テ

l
マ
に
関
す
る
ド
イ
ツ
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
の
法
学
、
法
実
務
、
法
政
策
が
、
こ
の
テ

l
マ
に
従
来
は
、
ど
の
様
に

ア
プ
ロ
ー
チ
し
、
ど
の
様
に
つ
き
あ
っ
て
き
た
の
か
を
、
一
瞥
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
い
し
は
、
も
っ
と
良
い
の
は
、
ド
イ
ツ
の
法

学
、
法
実
務
、
法
政
策
の
反
応
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
考
え
て
お
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。

1
.
法
学

ま
ず
法
学
に
関
し
て
い
え
ば
、
法
学
者
の
中
で
、
こ
の
テ

l
マ
に
お
よ
そ
関
心
を
持
ち
、
著
作
に
よ
っ
て
意
見
表
明
し
て
き
た
者
は
、
ま

こ
と
に
少
数
だ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
特
に
法
学
者
の
中
の
齢
を
と
っ
た
世
代
、
さ
ら
に
は
、
法
律
家
一
般
に
も
当
て
は
ま
る
。
「
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
ー
と
共
に
成
長
し
」
、
昔
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
に
い
た
若
い
世
代
と
は
異
な
っ
て
、
彼
ら
の
一
部
は
、
現
在
で
も
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
と
つ

き
あ
う
の
が
多
少
と
も
困
難
か
、
新
型
の
器
具
が
自
宅
や
職
場
で
利
用
で
き
る
場
合
も
、
そ
れ
と
関
わ
り
合
わ
な
く
て
も
済
む
よ
う
に
、
少

な
く
と
も
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を
使
え
な
い
と
偽
っ
て
い
る
。
二
疋
年
齢
以
上
で
は
、
今
日
で
も
、
法
学
者
の
多
数
は
技
術
革
新
と
そ
の
日
常

業
務
へ
の
侵
入
に
対
し
て
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
距
離
を
置
い
て
お
り
、
懐
疑
的
、
批
判
的
で
あ
る
。
か
っ
、
特
に
、
こ
の
よ
う
な
革
新
が
、

例
え
ば
、
決
定
的
な
法
改
正
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
も
、
何
ら
か
の
根
本
的
、
決
定
的
な
変
化
が
彼
ら
の
仕
事
に
影
響
を
及
ぼ
す
か
、
及

北法55(1・10)10 



ぼ
し
う
る
場
合
に
は
、
極
め
て
拒
絶
的
な
態
度
を
示
し
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
「
保
守
的
な
型
に
は
め
ら
れ
た
法
律
家
の
、
現
代
の
テ
ク
ノ

(n) 

ロ
ジ
!
と
転
換
の
試
に
対
す
る
非
常
な
不
信
」
は
、
「
法
学
教
育
と
職
業
実
務
に
よ
っ
て
は
ぐ
く
ま
れ
、
強
化
さ
れ
た
一
般
的
に
保
守
的
な

基
本
姿
勢
」
や
、
法
律
家
が
専
ら
過
去
(
法
史
)
と
現
在
の
問
題
(
法
理
論
)
に
だ
け
関
心
を
向
け
、
将
来
の
問
題
や
「
司
法
政
策
」
と
か

(
幻
)

「
法
政
策
」
と
い
わ
れ
た
り
、
何
時
か
は
「
法
未
来
学
」
ま
た
は
、
「
法
未
来
研
究
」
と
で
も
名
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
問
題
に
関

心
を
持
た
な
い
点
に
も
、
そ
の
原
因
が
あ
る
。

そ
う
は
い
っ
て
も
、
「
法
と
電
子
」
と
い
う
問
題
一
般
に
対
し
て
大
多
数
の
法
学
者
が
無
関
心
だ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
分
以
前
か

ら
、
少
数
で
は
あ
る
が
、
こ
の
問
題
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
法
学
者
、
訴
訟
法
学
者
に
よ
る
、
実
に
精
力
的
な
研
究
活
動
と
出
版
が
行
わ
れ
、

裁判手続、遠隔通信技術、 IE(電子)訴訟法」

い
わ
ゆ
る
法
情
報
学
者
と
か
技
術
法
律
家
と
現
在
は
呼
ば
れ
て
い
る
人
た
ち
に
よ
っ
て
、
そ
の
仕
事
は
補
完
さ
れ
て
き
た
。
ち
な
み

(μ) 

に
、
大
分
以
前
か
ら
そ
の
目
的
で
設
立
さ
れ
た
法
情
報
学
の
大
学
の
講
座
、
研
究
所
、
例
え
ば
、

特
に
、ザ

l
ル
ブ
リ
ユ
ツ
ケ
ン
大
学
の
法
情
報
学
研
究
所

ハ
ノ

l
パ
!
大
学
の
法
情
報
学
研
究
所

ミ
ユ
ン
ス
タ

l
大
学
の
情
報
・
遠
隔
通
信
・
メ
デ
ィ
ア
研
究
所

(
I
T
M
)

な
ど
は
、
特
に
、
活
動
的
で
出
版
に
熱
心
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
法
情
報
学
の
分
野
で
は
特
別
な
名
声
を
得
て
き
た
。
以
上
の
機
関
、
あ

る
い
は
、
そ
れ
以
外
で
活
動
し
て
い
る
専
門
家
に
関
し
て
指
摘
し
て
お
く
べ
き
は
、
そ
う
い
っ
た
人
た
ち
の
中
に
、

の
教
授
と
前
教
授
が
何
人
も
い
る
こ
と
で
あ
る

(
巴
亘
江
田
)
、
ヴ
ア
イ
ヤ

i
ス

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
大
学

(
同

2
5ロ)、

(
Z
R
σ
n『
問
。
『
)
、

(
キ
リ
ア
ン

ヘ
ル
ベ
ル
ガ

l

m
E
a
B
Bロ)、

リ
ユ
ス
マ
ン

北法55(1・11)11

(者

4
2目
)
、

(
玄
包
『
)
、

(
戸
。
何
者

g
z
g
g
)
、
コ
ッ
ホ

(開。
n
Z
)

、

シ
ミ
テ
ィ
ス

レ
l
ベ
ン
ハ
イ
ム

マ

(穴。

E
)
、

(
白
谷
口
)
、
そ
の
他
)

0

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
大
学
に
は
、
確
か
に
、
内
外
メ
デ
ィ
ア
研
究
所
は
存
在
す
る
が
、
法

コ

lレ

ハ
l
ン

学
部
自
体
に
は
法
情
報
学
の
た
め
の
講
座
も
研
究
所
も
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
で
あ
る
。



説

こ
の
間
に
、
公
刊
が
増
え
続
け
て
い
る
、
法
情
報
学
関
係
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
、

野
で
の
発
展
が
急
速
な
た
め
、
そ
の
時
そ
の
時
の
最
新
の
状
態
で
の
資
料
を
収
集
し
た
加
除
式
の
出
版
物
、
例
え
ば
、
「
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア

(
お
)

法
」
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
法
」
「
遠
隔
通
信
法
」
「
E
D
V
法
」
「
オ
ン
ラ
イ
ン
法
」
な
ど
の
タ
イ
ト
ル
を
付
さ
れ
た
も
の
を
ざ
っ
と
見
る
と
日

に
つ
く
の
が
、
こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
、
司
法
、
裁
判
手
続
、
訴
訟
法
と
い
っ
た
分
野
に
つ
い
て
は
、
以
上
の
よ
う
な
出
版
物
で
は
、
全

つ
い
で
に
言
及
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
な
く
て
も
、
法
情
報
学
を
テ
l

ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
、

コ
メ
ン
タ

l
ル
、
加
え
て
、
こ
の
分

北法55(1・12)12

論

く
言
及
さ
れ
て
い
な
い
か
、
せ
い
ぜ
い
、

(
お
)

マ
に
し
た
博
士
論
文
は
珍
し
い
の
だ
が
、
そ
の
中
で
も
、
司
法
や
裁
判
手
続
、
訴
訟
法
の
分
野
を
取
り
扱
っ
た
も
の
や
、
少
な
く
と
も
、
そ

れ
と
新
し
い
遠
隔
通
信
技
術
や
遠
隔
情
報
手
段
と
の
関
係
を
何
ら
か
の
形
で
取
り
上
げ
た
も
の
は
、
全
く
存
在
し
な
い
。
例
え
ば
、

三
年
の
「
遠
隔
通
信
技
術
の
訴
訟
法
へ
の
適
用
可
能
性
」
と
題
し
た
シ
ユ
テ
ン
ツ
の
博
士
論
文
は
、
電
報
、
テ
レ
ッ
ク
ス
、
テ
レ
フ
ァ
ッ
ク

ス
と
テ
レ
テ
ッ
ク
ス
を
取
り
上
げ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
他
方
で
、
一
九
九
五
年
の
「
電
子
情
報
処
理
と
民
事
訴
訟
」
と
い
う
テ
l
マ
の
ヴ
エ
九
九

ル
ナ
!
の
論
文
は
、
最
近
ま
た
は
最
新
の
遠
隔
通
信
技
術
に
は
全
く
言
及
し
て
い
な
い
が
、
民
事
訴
訟
全
体
を
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
と
し
て

理
解
し
記
述
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
点
で
、
こ
こ
で
の
テ
l
マ
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

ド
イ
ツ
に
数
限
り
な
く
あ
る
法
律
学
の
専
門
誌
、
特
に
、
ど
ん
ど
ん
増
え
て
い
る
関
係
専
門
誌
、
例
え
ば
、

〉

R
E〈
宮
司
旬
。
∞
円
ロ
ロ
色
、

Haanr。
B
B
Z
E
W
R
Sロ
(
〉

R
Z
A
)

の。
B-uzお
コ
』
ロ

s
m
m
n
F円
(
門
知
)

。。B同
M
E
R
Zロ
門
田
河
町

n
Z
E
5
5
邑
O
ロ
包
(
門
リ
周
回
口
同
)

の
。
ョ
官
同
刊
号
m
n
Z
E
B
g
(内
自
国
再
開
口
同
)

。
陪
円

g
〈
白

E
Z
Eロ
m
-
g
g
m
F
考
古
田
n
z
p
m
m
n
z
s
ω
者閉山)

剛ハ。
B
B
Zロ
-r邑
O
ロ
h
w
m
m
n
Z
(国
内

h府
知

)



冨己目

c
s
a
s
s弘一
m
m
n
Z
(冨
冨
閉
山
)

2
2
m
E『
仲
間
忠
明
白
宮
町
要
。

n
F
m
g
n
E
F
。

0
5官
同
町
耳
目
吉
見

(
Z』
巧
・
。
。

m)

mmmuZ
色
白
円
。
担
問
伺
ロ
〈
白
円
釦
同

σ22H口
問
(
河
口
〈
)

N
a窓
口
町
ロ
ロ
毘
円
円
四

mg
明白一

g
B円
m
m
m
n宮
仏
旬
、

Ham-or。
ョ
ヨ
ロ
ロ

FrEC。ロ(同州、『
-85)

お
よ
び
、
完
全
に
「
ヴ
ァ

l
チ
ヤ
ル
な
」
雑
誌
で
あ
る
、

宮
司
2
2
3
2
E
N
0
5
n
z
E
密閉
N
o
n
y
z
S
F
B邑
r
c
z
?胃
)

裁判手続、遠隔通信技術、 fE(電子)訴訟法J

に
掲
載
さ
れ
た
無
数
の
論
文
を
残
さ
ず
検
索
し
て
、
裁
判
手
続
と
新
た
な
メ
デ
ィ
ア
と
い
う
テ
l
マ
を
扱
っ
た
も
の
を
探
し
て
も
、
ま
ず

発
見
す
る
の
は
難
し
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
そ
こ
で
、
裁
判
手
続
一
般
、
又
は
、
民
事
訴
訟
に
限
っ
て
、
そ
の
技
術
化
や
電
子
化
と
い
う

テ
l
マ
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
と
し
て
も
、
問
題
全
体
を
広
く
掘
り
下
げ
た
も
の
で
は
な
く
、
普
通
は
何
ら
か
の
細
か
い
論
点
を
扱
う
だ
け
で

あ
り
、
さ
ら
に
、
そ
の
場
合
も
周
辺
的
問
題
や
副
次
的
問
題
を
扱
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
、
現
状
で
あ
る
。

法
学
者
、
し
か
も
、
訴
訟
法
学
者
、
こ
こ
で
は
、
特
に
、
民
事
訴
訟
法
学
者
に
限
っ
て
も
、
そ
の
講
演
や
出
版
活
動
で
、
現
代
の
技
術
と

多
少
と
も
関
係
し
な
い
挑
戦
、
な
い
し
は
、
現
代
技
術
と
結
び
つ
い
た
訴
訟
や
訴
訟
法
の
要
請
に
曝
さ
れ
な
か
っ
た
者
は
、
今
日
で
は
殆
ど

稀
で
あ
ろ
う
。

但
し
、
以
上
と
の
関
係
で
言
及
し
て
お
く
べ
き
は
、

や
っ
と
か
、
と
っ
く
に
か
は
、
と
も
か
く
と
し
て
、
ド
イ
ツ
の
民
事
訴
訟
法
学
会
は

一
九
九
一
一
年
の
ボ
ン
の
学
会
で
、
ド
イ
ツ
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
観
点
か
ら
の
二
つ
の
報
告
に
よ
っ
て
、
以
上
の
問
題
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
「
情

(
幻
)

報
保
護
と
民
事
訴
訟
法
」
と
い
う
テ
i
マ
を
と
に
か
く
も
受
け
入
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
当
時
は
、
民
事
訴
訟
の
総
て
の
過
程
で

北法550・13)13

の
情
報
保
護
の
計
り
知
れ
な
い
役
割
を
理
解
す
る
こ
と
自
体
が
、
報
告
者
に
と
っ
て
す
で
に
大
変
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
民

事
訴
訟
法
で
の
情
報
保
護
と
い
う
問
題
は
、
例
え
ば
、
訴
訟
費
用
、
記
録
閲
覧
、
公
的
送
達
の
よ
う
な
、
わ
ず
か
な
、
し
か
も
、
重
要
で
な



説

い
付
随
的
な
訴
訟
法
の
課
題
と
の
関
係
で
し
か
確
認
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
仮
に
、
当
時
か
ら
報
告
者
が
、
訴
訟
手
続
、

自命

証
訴
訟
」
が
行
わ
れ
て
お
り
、
名
目
上
は
い
わ
ゆ
る
口
頭
主
義
が
支
配
す
る
が
、
本
当
に
重
要
な
部
分
で
は
「
書
面
化
さ
れ
た
裁
判
」
と
な
っ

デ
ー
タ
集
積
、
デ
ー
タ
処
理
、
デ
ー
タ
記
録
手
続
以
外
の
何

て
お
り
、
訴
訟
は
そ
の
最
初
か
ら
最
後
ま
で
、

デ
ー
タ
作
成
、

デ
ー
タ
伝
達
、
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し
か
も
、

い
ず
れ
に
せ
よ
民
事
訴
訟
で
は
、
ず
っ
と
以
前
か
ら
「
文
書
に
な
き
も
の
は
、
世
界
に
な
し
」
と
い
う
モ
ッ
ト
ー
の
下
に
殆
ど
「
書

者
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
を
イ
メ
ー
ジ
で
き
て
い
た
な
ら
、
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
で
は
あ
っ
て
も
当
時
は
、
電
子
的
な
シ
ス
テ
ム
で
な
く
、
単

に
紙
に
よ
る
シ
ス
テ
ム
で
は
あ
っ
た
と
し
て
も
、
「
デ

l
タ
保
護
と
民
事
訴
訟
法
」
と
い
っ
た
テ

l
マ
の
意
義
を
も
っ
と
十
分
に
解
明
で
き

た
こ
と
だ
ろ
う
。

「
E
訴
訟
法
」
と
い
う
テ

l
マ
に
、
も
っ
と
ず
っ
と
近
い
の
は
、
「
民
事
訴
訟
に
お
け
る
現
代
の
電
子
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
情
報
作
成
」
と
い

(
お
)

う
テ

l
マ
で
一
九
九
五
年
に
ロ
ス
ト
ッ
ク
で
開
催
さ
れ
た
ド
イ
ツ
国
際
訴
訟
法
学
会
で
の
リ
ユ
ス
マ
ン
の
報
告
で
あ
っ
た
。
そ
う
は
い
っ
て

も
、
リ
ユ
ス
マ
ン
の
報
告
は
、
確
か
に
、
「
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
と
[
て
の
裁
判
所
」
と
い
う
視
角
か
ら
出
発
し
て
、
数
多
く
の
様
々
な
ア

ブ
ロ
ー
チ
を
可
能
と
す
る
問
題
の
切
り
口
を
扱
っ
た
の
だ
が
、
委
曲
を
尽
く
し
た
や
り
方
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
内
容
は
、
専
ら
「
電
子
記

録
の
証
拠
法
」
を
取
り
上
げ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

漸
く
九
0
年
代
の
後
半
に
な
っ
て
、
特
に
、
国
際
的
企
画
に
よ
る
、
会
議
、

コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、

セ
ミ
ナ
ー
、

ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
な
ど
の
「
イ
ベ
ン
ト
」
を
契
機
と
し
て
、
よ
り
広
い
範
囲
か
ら
、
法
学
者
た
ち
は
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
て
い
る
テ

l
マ
に
ア
プ
ロ
ー

チ
し
始
め
た
。
例
え
ば
、
「
二
一
世
紀
に
向
か
う
民
事
訴
訟
法
」
と
い
う
総
合
テ

l
マ
の
下
で
、
一
九
九
九
年
に
ウ
ィ
ー
ン
で
開
催
さ
れ
た

国
際
訴
訟
法
学
会
の
第
一
一
回
国
際
大
会
の
「
情
報
化
社
会
の
挑
戦
、
民
事
訴
訟
お
よ
び
、
そ
の
他
の
手
続
へ
の
現
代
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の

(

明

日

)

(

却

)

応
用
」
に
関
す
る
討
論
で
の
、
リ
ユ
ス
マ
ン
の
同
名
の
総
合
報
告
、
さ
ら
に
、
同
名
の
ヘ
ル
ベ
ル
ガ

l
の
ド
イ
ツ
に
関
す
る
報
告
が
、
そ
の

成
果
の
頂
点
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
続
い
て
、
ド
イ
ツ
人
も
関
与
し
た
国
際
的
催
し
が
開
催
さ
れ
、
も
ち
ろ
ん
、
他
の
テ

l
マ
も
取
り
上
げ
ら



れ
て
い
る
が
、
司
法
と
司
法
手
続
と
い
う
テ

l
マ
、
特
に
、
民
事
司
法
と
民
事
司
法
手
続
の
電
子
「
現
代
化
」
と
い
う
問
題
が
取
り
上
げ
ら

れ
て
い
る
。

以
上
と
関
係
す
る
の
が
、
例
え
ば
、

一
九
九
七
年
に
パ
ン
コ
ッ
ク
と
チ
ャ
・
ア
ム

(
タ
イ
)

で
開
催
さ
れ
た
「
ア
ジ
ア
に
お
け
る
法
、
正

義
と
聞
か
れ
た
社
会
」
と
い
う
地
域
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
「
正
義
の
執
行
と
紛
争
の
訴
訟
に
よ
る
処
理
、
東
洋
と
西
洋
で

(
出
)

の
最
近
の
傾
向
」
と
い
う
問
題
を
論
じ
る
中
で
、
「
次
世
紀
の
挑
戦
者
に
対
処
す
る
た
め
の
正
義
の
シ
ス
テ
ム
の
根
本
的
な
変
更
へ
の
要
請

と
検
討
(
ジ
ヤ
ス
テ
ィ
ス
二

0
0
0
)
」
と
い
う
問
題
も
、
さ
ら
に
、
以
上
と
の
関
連
で
、
「
裁
判
施
設
の
遠
隔
通
信
化
、
電
子
化
な
い
し
は

デ
ジ
タ
ル
化
」
と
い
う
問
題
も
、
端
悦
し
難
い
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。

裁判手続、遠隔通信技術、 IE(電子)訴訟法」

今
ひ
と
つ
、
「
ド
イ
ツ
と
ブ
ラ
ジ
ル
で
の
司
法
改
革
、
経
験
、
事
実
と
提
案
」
と
い
う
総
合
テ

l
マ
で
、
ド
イ
ツ
・
ブ
ラ
ジ
ル
法
律
家
協

(

明

記

)

で
行
っ
た
年
次
総
会
、
特
に
、
「
未
来
の
司
法
」
と
い
う
テ

l
マ
で
の
講
演
と
討
論
で

会
が
、

一
九
九
九
年
に
ブ
ラ
ジ
リ
ア

(
ブ
ラ
ジ
ル
)

取
り
上
げ
ら
れ
た
の
は
、
何
時
か
は
裁
判
所
を
無
用
の
も
の
に
し
、
博
物
館
に
し
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
、
完
全
に
ヴ
ィ
ジ
ユ
ア
ル
化
さ

れ
た
裁
判
手
続
を
目
指
す
動
き
も
含
め
て
、
現
代
の
情
報
・
通
信
手
段
が
司
法
・
裁
判
分
野
を
占
領
し
て
し
ま
う
と
い
う
現
在
、
お
よ
び
、

将
来
の
問
題
で
あ
っ
た
。

最
後
に
言
及
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
は
、

'" 1レ
ギ

で
開
催
さ
れ
た

千
年
紀
の
訴
訟
j去三三

と
称
す
る

二
0
0
0
年
に
ガ
ン

討
論
集
会
で
、
国
際
訴
訟
法
学
会
の
中
間
コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
が
、
相
変
わ
ら
ず
現
在
進
行
形
の
テ

l
マ
で
あ
る
「
将
来
の
司
法
」
で
は
な
い

が
、
と
も
か
く
も
「
司
法
の
将
来
」
と
い
う
テ

l
マ
を
取
り
上
げ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
議
論
さ
れ
た
の
は
、
将
来
計
画
さ
れ
て
い
る
「
経

済
化
」
、
「
(
再
)
私
化
」
「
(
再
)
杜
会
化
」
「
訴
訟
法
の
専
門
化
」
と
い
う
現
在
と
将
来
の
課
題
に
止
ま
ら
ず
、
い
わ
ゆ
る
「
訴
訟
法
の
遠
隔

通
信
化
」
の
問
題
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
核
心
的
な
問
題
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
議
論
の
中
で
定
式
化
は
さ
れ
た

が
、
未
だ
確
た
る
解
答
は
出
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
が
。

北j去55(1・15)15



ヨb.a岡

つ
ま
り
、
「
グ
ロ
ー
バ
ル
な
情
報
化
社
会
の
時
代
に
は
、
正
義
の
シ
ス
テ
ム
と
裁
判
手
続
に
、
ま
す
ま
す
現
代
の
遠
隔
通
信
技
術
が
応
用

さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
「
ヴ
ァ

l
チ
ヤ
ル
な
裁
判
手
続
」
「
遠
隔
裁
判
」
、
あ
る
い
は
、
い
わ
ゆ
る
「
ヴ
ァ

l
チ
ヤ
ル
な
紛
争
解
決
」
を
も
た
ら
す

の
か
、
さ
ら
に
、
そ
の
こ
と
は
、
訴
訟
法
の
伝
統
的
な
基
本
原
則
、
お
よ
び
、
そ
の
再
定
義
、
特
に
、
事
実
開
示
、
当
事
者
主
義
、
口
頭
主

ア
ク
セ
ス
可
能
性
、
効
率
性
な
ど
の
原
則
に
関
し
て
、
ど
の
様
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
か
」
と
い
う
の
で

北法55(1・16)16

説

義
、
公
開
主
義
、
直
接
主
義
、

あ
る
。特
に
重
要
な
の
が
、
そ
の
後
、

二
O
O
一
年
五
月
に
イ
ス
ミ

l
ル

(
ト
ル
コ
)

で
世
界
各
国
か
ら
の
参
加
者
の
下
で
開
催
さ
れ
た
、
「
国

際
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
法
」
と
い
う
テ

i
マ
の
ト
ル
コ
で
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
法
律
行
為
、

(
悦
)

有
効
性
と
証
明
(
ド
イ
ツ
法
に
則
し
て
)
」
と
い
う
テ
l
マ
の
リ
ユ
ス
マ
ン
の
報
告
、
お
よ
び
、
「
ド
イ
ツ
の
現
状
報
告
、
訴
訟
法
と
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
」
と
い
う
テ
l
マ
の
筆
者
の
撃
が
、
訴
訟
法
、
す
な
わ
ち
、
証
拠
法
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

最
後
に
、
す
で
に
言
及
し
た
こ
と
だ
が
、
二

O
O
二
年
五
月
に
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
学
会
は
、
初
め
て
、
中
心
テ

l
マ
と
し
て
、
「
民
事

(
お
)

訴
訟
と
新
し
い
情
報
技
術
」
を
取
り
上
げ
、
そ
こ
で
は
、
シ
ユ
タ
ド
ラ
!
と
コ
デ
ッ
ク
が
、
情
報
技
術
と
訴
訟
法
学
に
関
す
る
委
曲
を
尽
く

し
た
報
告
を
行
な
っ
た
。

一
方
で
訴
訟
と
訴
訟
法
に
関
す
る
従
来
の
議
論
を
、
他
方
で
遠
隔
通
信
技
術
に
関
す
る
従
来
の
様
々
な
議
論
を
、
ハ
ツ
キ
リ
と
「
そ
れ
ぞ

(
幻
)

れ
の
世
界
」
に
分
け
て
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
現
在
と
将
来
の
相
互
の
関
係
と
い
う
視
点
か
ら
、
考
察
し
分
析
す
る
と
、
総
じ
て
目
に
つ

く
の
が
、
ド
イ
ツ
の
法
律
学
、
訴
訟
法
学
者
、
法
情
報
学
者
、
専
門
家
は
、
お
よ
そ
、
技
術
革
新
に
関
す
る
副
次
的
問
題
や
個
別
の
問
題
と

だ
け
関
わ
っ
て
お
り
、
二
つ
の
世
界
で
す
で
に
発
生
し
て
い
る
か
、
こ
れ
か
ら
起
こ
っ
て
く
る
実
質
的
な
問
題
、
法
的
問
題
を
全
体
と
し
て

認
識
し
て
お
ら
ず
、
根
本
的
な
方
法
で
は
受
け
入
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
以
上
の
理
は
、
も
ち
ろ
ん
自
分
が
過
去
と

(
お
)

だ
け
つ
き
あ
っ
て
い
る
人
間
と
は
思
っ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
が
、
殆
ど
過
去
と
の
関
係
で
仕
事
を
し
て
き
た
、
多
く
の
訴
訟
法
学
者
に
も
当



て
は
ま
る
。
古
き
良
き
法
律
家
の
伝
統
に
従
う
な
ら
、
殆
ど
の
訴
訟
法
学
者
は
、
立
法
者
が
「
現
行
の
民
事
訴
訟
法
典
の
細
か
い
規
定
を
改

(
ぬ
)

め
て
、
ド
イ
ツ
の
民
事
訴
訟
を
現
代
の
情
報
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
向
け
て
」
聞
か
れ
た
も
の
に
し
よ
う
と
企
て
た
と
き
に
初
め
て
、
民
事
訴
訟

の
電
子
化
の
問
題
と
取
り
組
む
責
務
が
あ
る
と
感
じ
る
。
そ
し
て
、
民
事
訴
訟
法
の
電
子
化
に
関
し
て
も
、
実
際
に
訴
訟
法
学
者
は
最
近
そ

う
な
っ
た
の
で
あ
る
。

今
ひ
と
つ
、
こ
こ
で
の
問
題
に
関
す
る
議
論
を
見
渡
す
と
、
ド
イ
ツ
、
さ
ら
に
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
、
世
界
で
も
同
じ
こ
と
が
目
に
つ

く
。
つ
ま
り
、
訴
訟
や
訴
訟
法
に
通
じ
た
人
間
と
、
情
報
学
や
情
報
法
に
通
じ
た
人
間
、
あ
る
い
は
、
双
方
の
分
野
に
通
じ
た
人
問
、

ゆ
る
「
エ
キ
ス
パ
ー
ト
」
が
、
司
法
、
お
よ
び

し、

わ

(
ま
た
は
)
、
訴
訟
の
分
野
で
の
電
子
化
の
メ
リ
ッ
ト
と
デ
メ
リ
ッ
ト
に
つ
い
て
議
論
す
る

と
、
い
わ
ゆ
る
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
お
た
く
」
は
新
し
い
メ
デ
ィ
ア
の
魅
力
に
あ
っ
さ
り
と
疑
間
も
な
く
屈
し
て
し
ま
う
と
い
う
印
象
を
受

裁判手続、遠隔通信技術、 iE(電子)訴訟法」

け
る
。
そ
う
い
っ
た
人
々
は
、
し
ば
し
ば
極
め
て
楽
観
的
に
、
彼
ら
の
い
う
と
こ
ろ
の
、
現
代
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
利
用
の
計
り
知
れ
な
い
メ

リ
ッ
ト
を
ほ
め
あ
げ
る
傾
向
に
あ
る
。
し
か
も
、
他
面
で
、
こ
の
よ
う
な
人
々
は
、
例
え
ば
、

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
利
用
に
よ
っ
て
引
き
起
こ

さ
れ
る
法
的
問
題
も
そ
の
一
つ
だ
が
、

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
利
用
の
デ
メ
リ
ッ
ト
を
過
小
評
価
す
る
か
、
何
れ
に
し
て
も
克
服
可
能
な
モ
ノ
だ

の
陣
営
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
訴
訟
の
状
況
や
訴
訟
法
と
新
し
い
技
術
と

の
法
的
な
調
整
の
可
能
性
よ
り
も
、
技
術
的
な
操
作
可
能
性
の
方
が
関
心
の
中
心
な
の
で
あ
る
。
反
対
に
、
法
学
者
、
特
に
、
訴
訟
法
学
者

が
こ
の
問
題
に
関
わ
り
合
う
と
、
中
で
も
、
新
し
い
メ
デ
ィ
ア
に
関
す
る
知
識
が
殆
ど
な
い
か
、
新
し
い
メ
デ
ィ
ア
と
殆
ど
関
係
し
て
い
な

い
訴
訟
法
理
論
家
は
、
間
違
い
な
く
、
新
し
い
メ
デ
ィ
ア
は
訴
訟
法
と
そ
の
従
来
か
ら
の
状
態
を
脅
か
し
、
法
の
現
状
の
変
革
を
要
求
し
、

新
し
い
メ
デ
ィ
ア
の
ど
ん
な
利
用
に
関
し
て
も
即
座
に
考
え
得
る
限
り
の
法
へ
の
侵
害
を
か
ぎ
つ
け
、
す
で
に
生
じ
て
い
る
法
的
問
題
の
少

な
か
ら
ぬ
部
分
の
意
味
を
過
大
評
価
す
る
よ
う
で
あ
る
。
違
っ
た
言
い
方
を
す
る
な
ら
、
技
術
と
進
歩
を
信
じ
る
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
お
た

と
考
え
て
い
る
。

つ
ま
り
、
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
お
た
く
」

北法55(1・17)17

く
」
と
は
反
対
に
、
こ
こ
で
は
そ
う
い
っ
て
お
く
が
、

い
わ
ゆ
る
法
と
伝
統
の
信
奉
者
た
る
「
法
お
た
く
」
は
、
司
法
と
訴
訟
の
電
子
化
が



説

も
た
ら
す
デ
メ
リ
ッ
ト
を
格
別
に
重
大
な
も
の
と
評
価
し
、
そ
の
メ
リ
ッ
ト
を
軽
視
す
る
傾
向
に
あ
る
。

北法55(1・18)18
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白岡

と
き
と
し
て
手
放
し
で
賞
賛
さ
れ
る
司
法
の
分
野
へ
の
技
術
の
利
用
に
関
し
て
は
、
何
と
い
っ
て
も
、
「
膨
大
な
経
済
的
利
益
」
、
特
に
、

時
間
の
節
約
、
お
よ
び
、
労
力
の
節
約
、
(
森
林
破
壊
を
も
に
ら
ん
で
)
紙
の
節
約
、
書
類
の
節
約
、
場
所
の
節
約
、
労
働
者
の
節
約
、
職

員
の
節
約
、
出
費
の
節
約
な
ど
、
総
て
の
種
類
の
節
約
が
、
あ
ち
こ
ち
で
説
か
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
し
ば
し
ば
言
わ
れ
る
の
が
、
郵
便
の

切
手
代
が
高
い
こ
と
、
加
え
て
、
営
業
取
引
、
法
取
引
、
裁
判
取
引
の
接
点
で
の
、
特
に
、
顧
客
、
弁
護
士
、
裁
判
所
の
聞
の
情
報
伝
達
(
「
仕

事
の
流
れ
」
)
に
際
し
て
の
、
「
メ
デ
ィ
ア
の
切
断
」
と
い
う
障
害
の
回
避
可
能
性
に
優
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
は
、
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
施
錠

さ
れ
た
電
子
郵
便
は
速
度
が
早
く
、
安
価
な
だ
け
で
な
く
、
従
来
の
郵
便
よ
り
も
無
権
限
の
閲
覧
か
ら
よ
り
強
固
に
守
ら
れ
て
い
て
安
全
だ

か
ら
、
ず
っ
と
優
れ
て
い
る
と
い
う
理
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
弁
護
士
事
務
所
、
裁
判
所
で
の
電
子
文
書
の
運
用
に
関
し
て
は
、
特
に
メ
リ
ッ

ト
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
蓄
積
さ
れ
た
デ
l
タ
に
何
時
で
も
迅
速
に
ア
プ
ロ
ー
チ
で
き
る
可
能
性
、
電
子
書
類
と
電
子

記
録
か
ら
、
書
類
、
文
章
や
そ
の
一
部
を
、
総
て
テ
レ
フ
ァ
ッ
ク
ス
を
使
っ
て
容
易
に
発
見
で
き
る
こ
と
、

E
メ
l
ル
に
よ
り
迅
速
に
テ
キ

ス
ト
を
送
付
で
き
る
可
能
性
、
あ
る
い
は
、
文
書
を
C
D
ロ
ム
に
記
録
し
て
保
管
場
所
を
最
小
化
す
る
可
能
性
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
法
的
な
問
題
に
関
し
て
は
、
以
上
の
総
て
は
、
予
測
の
域
を
出
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
仮
に
、
わ
れ

わ
れ
が
積
極
的
に
「
電
子
に
よ
る
現
代
」
を
支
持
し
て
、
例
え
ば
、
そ
れ
が
法
体
系
を
損
な
い
、
法
規
定
を
変
更
し
、
従
来
守
ら
れ
て
き
た

少
な
か
ら
ぬ
法
原
則
を
放
棄
す
る
と
い
う
デ
メ
リ
ッ
ト
に
よ
っ
て
も
メ
リ
ッ
ト
を
購
う
べ
き
だ
、
あ
る
い
は
、
少
な
く
と
も
望
ま
し
い
と
い

-
T
、
I
C
T
、
T
M
T
、
E
D
V
の
使
用
の
メ
リ
ッ
ト
が
勝
っ
て
い
る
と
考
え
る
な
ら
、
そ
こ
で
初
め
て
以
上
の
問
題
が
、

え
る
程
に
、

経
験
的
に
試
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

効
率
化
、
ス
リ
ム
な
司
法
、

そ
の
結
果
と
し
て
、
ド
イ
ツ
の
司
法
・
民
事
訴
訟
改
革
を
支
配
す
る
経
済
化
の
潮
流
(
そ
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
は
、
配
給
、
合
理
化
、

ス
リ
ム
な
訴
訟
で
あ
る
)
が
、
ど
の
程
度
う
ま
く
い
く
の
か
と
い
う
問
題
は
、
本
稿
で
は
取
り
上
げ
な
い
。
そ



の
代
わ
り
に
、
以
上
と
関
係
す
る
、
極
め
て
実
際
的
な
問
題
に
対
す
る
疑
念
を
提
起
す
る
に
止
め
た
い
。
す
な
わ
ち
、
仮
に
、
例
え
ば
、
訴

状
や
答
弁
書
、
あ
る
い
は
、
当
事
者
や
弁
護
士
に
当
て
た
、
裁
判
所
の
書
状
を
含
め
た
文
章
が
、
現
在
は
普
通
に
使
わ
れ
て
い
る
郵
便
通
信

の
使
用
を
や
め
て
し
ま
い
、
当
事
者
、
弁
護
士
、
裁
判
所
の
間
で
、
特
に
、

E
メ
イ
ル
や
添
付
フ
ァ
イ
ル
の
よ
う
な
電
子
化
さ
れ
た
方
法
で
、

場
合
に
よ
っ
て
は
数
秒
内
で
や
り
と
り
さ
れ
れ
ば
、
将
来
は
訴
訟
全
体
が
本
当
に
簡
単
、
迅
速
、
安
価
、
か
っ
、
良
好
に
経
緯
す
る
の
か
と

い
う
問
題
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
訴
訟
当
事
者
、
弁
護
士
、
裁
判
所
に
と
っ
て
、
さ
し
あ
た
り
文
書
や
書
面
が
従
来
と
異
な
る
こ
と
は
全

裁判手続、遠隔通信技術、 iE(電子)訴訟法j

く
な
く
、
即
座
に

E
メ
イ
ル
の
添
付
フ
ァ
イ
ル
に
追
加
す
る
に
は
、
「
オ
フ
ラ
イ
ン
」
を
使
っ
た
伝
統
的
な
「
パ
ソ
コ
ン

テ
キ
ス
ト
処
理
よ
り
も
苦
労
が
少
な
く
時
聞
が
節
約
で
き
る
こ
と
に
は
つ
な
が
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、

E
メ
イ
ル
書
式
を
使
っ
た
か
ら
と

い
っ
て
、
今
度
は
訴
訟
書
面
の
や
り
と
り
が
総
て
「

S
M
S
ス
タ
イ
ル
」
で
行
わ
れ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
で

は
、
電
子
化
さ
れ
た
詳
細
な
通
知
に
対
す
る
受
領
者
の
反
応
が
帰
っ
て
く
る
に
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
当
面
は
、
や
は
り
、
数
秒
、
数
分
、
数

時
間
と
い
う
早
さ
で
は
な
く
、
少
な
く
と
も
数
週
間
は
か
か
る
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
通
常
は
同
時
に
並
行
し
て
進
め
ら
れ
る
弁
護
士
と

裁
判
所
の
様
々
な
事
項
に
関
す
る
打
ち
合
わ
せ
が
、
今
度
は
一
回
で
、
言
い
換
え
る
と
、
一
つ
の
作
業
過
程
が
終
わ
っ
た
ら
、
次
の
事
項
を

完
全
に
片
づ
け
る
の
で
は
な
く
、
伝
統
的
に
は
、
時
間
と
労
力
を
か
け
て
、
し
か
も
、
し
ば
し
ば
個
々
の
事
項
に
限
っ
て
何
度
も
行
わ
れ
た

打
ち
合
わ
せ
に
代
わ
っ
て
、
で
き
る
限
り
一
回
の
作
業
過
程
で
、
裁
判
前
と
裁
判
の
最
中
の
作
業
の
進
行
過
程
が
、
電
光
石
火
で
そ
の
期
日

が
決
定
さ
れ
て
、
ハ
ツ
キ
リ
と
速
度
が
速
め
ら
れ
、
か
っ
、
毎
回
の
事
務
が
総
じ
て
遅
滞
な
く
片
づ
け
ら
れ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
決
し
て

期
待
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
予
測
で
き
る
の
は
、
弁
護
士
の
面
会
日
や
裁
判
期
日
は
、
こ
れ
ま
で
と
同
様
の
間
隔
で
合
意
さ
れ
、
取
り
決
め

ら
れ
る
が
、
つ
ま
り
、
そ
の
点
で
は
こ
れ
ま
で
と
変
わ
ら
な
い
が
、
今
度
は
情
報
の
伝
達
は
わ
ず
か
数
秒
で
可
能
と
な
る
(
伝
達
の
迅
速
さ
て

し
か
し
、
こ
う
し
て
取
り
付
け
た
情
報
に
対
す
る
返
事
や
情
報
を
今
ひ
と
つ
加
工
す
る
こ
と
、
情
報
の
再
処
理
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
と

何
も
変
わ
ら
な
い
と
い
う
事
態
で
あ
ろ
う
。
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P
C
)
」
に
よ
る



説

現
代
の
技
術
の
利
用
に
よ
る
「
大
変
な
経
済
的
利
益
」
と
い
う
主
張
が
、
お
よ
そ
疑
わ
し
く
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
電
子
的
に
蓄
積
さ
れ
た

デ
l
タ
が
失
わ
れ
た
り
、
ダ
メ
に
な
る
こ
と
を
恐
れ
て
、
「
安
全
の
た
め
に
」
総
て
の
電
子
情
報
を
、
す
ぐ
又
、
も
う
一
度
印
刷
し
て
、
フ
ア

コム
民間

イ
ル
に
保
存
し
、
こ
れ
か
ら
先
も
「
紙
の
な
い
」
司
法
な
ど
は
お
よ
そ
考
え
ら
れ
な
い
、
「
書
類
を
完
全
に
電
子
化
す
る
の
は
不
可
能
だ
」
、

だ
い
た
い
「
紙
の
書
類
」
も
作
成
し
て
お
い
た
方
が
、
情
報
を
「
取
り
扱
い
や
す
い
」
な
ど
と
考
え
て
、
情
報
を
二
重
に
確
認
可
能
と
し
た

(
刊
)

場
合
で
あ
る
。

誤
解
を
避
け
る
た
め
に
付
言
す
る
と
、
こ
こ
で
現
代
技
術
の
利
用
の
メ
リ
ッ
ト
と
デ
メ
リ
ッ
ト
に
関
し
て
加
え
た
批
判
的
な
コ
メ
ン
ト
は
、

総
て
、
国
家
の
裁
判
所
の
関
与
の
下
で
の
、
裁
判
手
続
と
未
だ
に
や
司
一
か
い
な
道
具
立
や
面
倒
な
や
り
と
り
と
関
係
し
て
い
る
情
報
の
伝
達

に
関
し
て
だ
け
当
て
は
ま
る
の
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
、
現
代
の
遠
隔
情
報
手
段
と
遠
隔
通
信
手
段
を
抜
き
に
し
て
は
、
お
よ
そ
考
え
ら
れ
な

い
、
主
に
助
言
や
国
際
業
務
を
行
っ
て
い
る
弁
護
士
業
の
弁
護
士
相
互
間
や
顧
客
と
の
情
報
交
換
に
関
し
て
は
、
全
く
そ
の
限
り
で
は
な
い
。

反
対
に
、
そ
こ
で
は
遠
隔
通
信
技
術
は
す
で
に
弁
護
士
業
や
そ
の
サ
ー
ビ
ス
に
大
変
な
変
化
を
も
た
ら
し
て
お
り
、
特
に
、
大
き
な
弁
護
士

(
引
)

事
務
所
で
の
日
常
業
務
は
ず
っ
と
以
前
か
ら
す
っ
か
り
様
変
わ
り
し
て
い
る
。

2
.
法
実
務

つ
ま
り
、
裁
判
官
と
裁
判
に
関
与
す
る
弁
護
士
の
、
こ
の
テ
l
マ
に
対
す
る
従
来
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
従
来
の
関
係
に
関

し
て
、
こ
こ
で
も
再
度
、
ま
ず
確
認
す
べ
き
こ
と
は
、
職
場
お
よ
び
(
ま
た
は
)
自
宅
を
電
子
装
備
し
た
、
職
業
上
パ
ソ
コ
ン
の
仕
事
に
慣

れ
て
い
る
と
否
と
に
関
わ
ら
ず
、
若
い
世
代
の
裁
判
官
、
弁
護
士
の
殆
ど
は
、
例
え
ば
、
若
い
世
代
の
法
学
者
よ
り
も
、
こ
の
テ
l
マ
に
対

し
て
比
較
的
さ
ば
け
て
お
り
、
新
し
い
メ
デ
ィ
ア
に
対
し
て
、
ず
っ
と
進
歩
的
な
意
見
を
持
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
ば
し
ば
同
じ
こ
と

(
幻
)

が
い
え
る
の
が
、
司
法
の
監
督
者
の
地
位
に
あ
る
年
齢
の
い
っ
た
裁
判
官
に
関
し
て
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
司
法
行
政
の
仕
事
と
経
費
削
減
の

さ
て
、
法
実
務
、
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強
圧
の
下
で
苦
労
し
て
お
り
、
司
法
行
政
に

E
T
V
、

I
T
、

I
C
T
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
裁
判
所
の
仕
事
や
裁
判
官
の
職
務
の
大
幅
な

容
易
化
、
単
純
化
、
節
約
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
。
多
く
の
州
の
司
法
行
政
、
さ
ら
に
、
最
近
で
は
連
邦
の
司
法
行
政
、
州
の

司
法
省
、
連
邦
司
法
省
に
関
し
て
も
、
話
は
変
わ
ら
な
い
ど
こ
ろ
か
、
ま
す
ま
す
そ
う
だ
と
い
え
る
。
そ
う
い
っ
た
機
関
は
、
何
年
も
前
か

(
必
)

ら
独
自
の

E
D
V裁
判
期
日
、

E
D
V
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
や
、
研
修
会
の
催
し
な
ど
で
、
当
該
の
構
想
に
関
し
て
議
論
さ
れ
、
目
標
と
し
て

要
請
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
多
く
を
、
即
座
に
、
「
可
能
で
、
望
み
さ
え
す
れ
ば
、
実
現
し
て
き
た
」
よ
う
に
も
思
え
る
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら

ず
、
司
法
と
裁
判
の
分
野
で
の
現
代
の
情
報
・
通
信
技
術
の
導
入
の
た
め
の
広
範
囲
に
渡
る
様
々
な
計
画
の
実
施
が
、
ド
イ
ツ
で
未
だ
大
幅

に
不
足
し
て
お
り
、
そ
の
限
り
で
、
従
来
は
そ
の
草
新
が
限
ら
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
私
見
で
は
、
そ
の
理
由
は
、
実
務

裁判手続、遠隔通信技術、 iE(電子)訴訟法J

に
現
代
化
の
意
欲
が
欠
け
て
い
た
り
、
こ
う
い
っ
た
革
新
に
対
し
て
実
務
が
原
則
と
し
て
抵
抗
感
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
、
む
し
ろ

財
政
的
、
人
的
、
用
具
上
、
組
織
的
な
類
の
障
害
・
阻
害
の
ゆ
え
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
例
え
ば
、
国
庫
が
空
で
あ
る
こ
と
、
司
法
予
算
の
不

足
、
パ
ソ
コ
ン
の
普
及
が
不
十
分
な
こ
と
、
ネ
ッ
ト
化
の
不
十
分
さ
、
技
術
的
な
基
盤
整
備
が
欠
け
て
い
る
こ
と
、
従
来
か
ら
の
法
的
デ
ー

タ
バ
ン
ク
へ
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ア
プ
ロ
ー
チ
、
お
よ
び
、
ア
プ
ロ
ー
チ
の
可
能
性
が
欠
け
て
い
る
、
な
い
し
は
、
不
十
分
で
あ
る
こ
と
、

ハ
ー
ド
ウ
エ
ア

l
・
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア

l
の
不
足
と
老
朽
化
、
法
的
に
だ
け
で
な
く
、
技
術
的
な
訓
練
も
十
分
で
な
い
職
員
、
職
員
に
対
し
て

法
的
、
技
術
的
な
教
育
が
で
き
る
教
育
者
の
不
足
、
な
ど
な
ど
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
二

O
O
二
年
の
チ
ュ

l
リ
ッ
ヒ
の
会
議
で
の
、
シ
ユ
タ

(
叫
)

ド
ラ

l
の
発
言
は
、
ま
こ
と
に
当
を
得
て
い
る
。

「
し
た
が
っ
て
、
特
別
な
大
胆
な
予
測
な
ど
は
、
必
要
で
は
な
い
。
書
類
も
、
訴
訟
当
事
者
の
接
触
も
な
い
ヴ
ァ

l
チ
ヤ
ル
な
民
事
訴
訟
、

サ
イ
バ
ー
ス
ペ
ー
ス
で
の
口
頭
弁
論
が
、
当
た
り
前
に
な
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
近
い
将
来
に
ド
イ
ツ
で
は
起
こ
る
は
ず
も
な
い
。
こ
の
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よ
う
な
展
開
を
阻
止
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ
に
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
る
原
因
は
単
純
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
司
法
予
算
の
財
源
、
安
全
性

に
対
す
る
危
倶
、
お
よ
び
、
こ
れ
ま
で
守
っ
て
き
た
も
の
を
技
術
革
新
の
た
め
に
放
棄
す
る
こ
と
に
対
す
る
実
務
の
あ
る
種
の
嬉
鰭
で
あ
る
」
。



説

ち
な
み
に
、
以
上
の
最
後
の
理
由
、

つ
ま
り
、
「
革
新
に
対
す
る
躍
踏
」
は
、
筆
者
の
観
察
で
は
、
実
は
裁
判
官
の
一
部
に
つ
い
て
だ
け

当
て
は
ま
る
こ
と
に
な
る
。

さ三δ、
員間

先
に
触
れ
た
州
の
司
法
行
政
の
活
動
と
し
て
は
、
ハ
ン
ブ
ル
グ
司
法
当
局
の
「
調
整
ス
タ
ッ
フ
司
法
二

0
0
0
年
」
が
特
筆
に
値
す
る
。

そ
の
理
由
は
、
そ
こ
で
議
論
さ
れ
た
改
革
の
構
想
の
幅
の
広
さ
と
範
囲
、
お
よ
び
、
法
律
家
に
と
っ
て
は
お
よ
そ
不
慣
れ
、
か
っ
、
驚
嘆
に

(
必
)

値
す
る
、
魅
力
的
な
、
二

O
O
一
年
か
ら
二

O
一
O
年
の
司
法
の
将
来
構
想
、
さ
ら
に
は
、
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
化
さ
れ
て
、
そ
の
会
議
議

(
必
)

事
録
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
公
開
さ
れ
た
、
「
二

O
一
O
年
以
降
の
司
法
」
の
問
題
に
照
ら
し
て
で
あ
る
。

以
上
の
ハ
ン
ブ
ル
グ
の
司
法
二

0
0
0
年
ス
タ
ッ
フ
の
会
議
は
、
現
在
、
お
よ
び
、
将
来
の
技
術
的
発
展
に
よ
る
、
「
司
法
の
電
子
化
」

つ
ま
り
、
特
に
「
技
術
化
」
や
「
技
術
の
ト
レ
ン
ド
」
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
範
囲
で
、
議
事
録
に
入
れ
ら
れ
た

ア
イ
デ
ア
に
富
み
、
か
っ
、
刺
激
的
で
あ
る
。
そ
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
は
、
本
稿
の
付
録
と
し
て
全
文
を
記
載

の
問
題
、

しキ
てャ
おッ
い(チ
47 た)フ
。レ

ス
は

最
後
に
、
司
法
実
務
家
の
現
代
技
術
に
対
す
る
考
え
方
と
、
彼
ら
が
ど
の
程
度
現
代
技
術
を
備
え
て
い
る
か
と
い
う
問
題
に
関
し
て
、
様
々

な
フ
ィ
ー
ル
ド
・
モ
デ
ル
実
験
、
つ
ま
り
、
パ
イ
ロ
ッ
ト
・
プ
ロ
ジ
γ

ク
ト
に
即
し
て
、
特
に
、
財
政
司
法
と
財
政
裁
判
所
の
分
野
に
つ
い

一
言
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
何
と
な
れ
ば
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
総
て

て
、
し
か
も
、
裁
判
過
程
へ
の
ヴ
イ
デ
オ
技
術
の
利
用
に
絞
っ
て
、

が
当
て
は
ま
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
こ
で
の
「
ヴ
イ
デ
オ
会
議
に
よ
る
裁
判
手
続
」
に
関
す
る
経
験
は
、
例
え
ば
、
民
事
裁
判
の
よ
う
な

(
必
)

他
の
裁
判
管
轄
に
も
役
立
つ
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

裁
判
と
関
係
す
る
弁
護
士
業
務
に
つ
い
て
は
、
以
上
と
の
関
連
で
は
、
全
く
何
も
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
理
由
は
、
「
弁
護
士
業
と
新
し
い

メ
デ
ィ
ア
」
と
い
う
テ
l
マ
に
関
し
て
は
殆
ど
何
も
書
か
れ
た
も
の
が
な
い
か
ら
で
あ
り
、
か
っ
、
こ
の
問
題
を
一
般
化
す
る
の
は
困
難
だ

か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
以
下
の
点
を
指
摘
し
て
お
く
に
止
め
る
が
、
何
れ
に
し
て
も
、
組
織
さ
れ
、
国
際
的
活
動
を
行
っ
て
い
る
、
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巨
大
弁
護
士
事
務
所
の
よ
う
な
弁
護
士
企
業
に
勤
務
す
る
、
「
上
位
一

O
パ
ー
セ
ン
ト
」
ま
た
は
、
い
わ
ゆ
る
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
弁
護
士
は
、

最
新
の
技
術
で
重
武
装
し
て
お
り
、
パ
ソ
コ
ン
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
つ
き
あ
う
こ
と
は
、
そ
こ
で
働
く
者
の
日
常
(
お
よ
び
、
日
夜
の
)

業
務
で
あ
る
。
他
方
で
、
こ
の
間
で
は
約
一
一
万
七
千
人
の
、
そ
の
他
多
く
の
ド
イ
ツ
の
弁
護
士
に
関
し
て
は
、
確
実
な
こ
と
は
言
え
な
い
。

但
し
、
推
測
す
る
に
、
そ
の
中
に
、
間
違
い
な
く
、
数
千
の
「
落
ち
こ
ぼ
れ
」
を
含
む
、
弁
護
士
の
多
数
は
、
経
済
的
に
は
水
面
に
浮
か
ぶ

の
が
精
一
杯
で
、
自
分
の
事
務
所
に
電
子
機
器
を
備
え
、
そ
れ
を
ず
っ
と
継
続
、
維
持
し
て
い
く
の
に
必
要
な
金
が
な
い
と
い
う
状
態
で
あ

り
、
今
日
の
小
企
業
の
水
準
に
す
ら
及
ば
な
い
と
い
う
有
様
で
あ
る
。

3
.
法
政
策
と
立
法

裁判手続、遠隔通信技術、 iE(電子)訴訟法J

最
近
特
に
一

0
年
間
で
あ
っ
と
い
う
間
に
世
界
中
を
席
巻
し
た
遠
隔
通
信
技
術
は
、
当
面
は
深
刻
な
不
況
に
陥
つ
て
は
い
る
が
、
そ
の
市

場
を
、
ド
イ
ツ
で
も
取
引
の
世
界
、
私
生
活
、
公
的
行
政
に
広
げ
、
か
っ
、
大
分
以
前
か
ら
公
的
な
法
政
策
、
お
よ
び
、
連
邦
と
州
の
立
法

者
を
も
捉
え
、
以
上
の
発
展
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
多
岐
に
渡
る
膨
大
な
法
的
問
題
に
手
を
付
け
よ
う
と
い
う
立
法
者
の
行
動
を
喚
起

し
た
。
そ
の
際
に
、
国
家
の
関
心
は
、
ま
ず
は
、
新
た
な
技
術
そ
れ
自
体
と
、
独
自
の
分
野
と
し
て
、
多
数
設
立
さ
れ
た
遠
隔
通
信
サ
ー
ビ

ス
企
業
に
よ
る
技
術
の
営
業
と
需
要
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
法
政
策
的
な
関
心
や
立
法
の
努
力
が
集
中
し
た
の
は
、
ま
ず
は
優
先

し
て
、
特
殊
な
遠
隔
通
信
サ
ー
ビ
ス
法
、
特
殊
な
遠
隔
通
信
サ
ー
ビ
ス
で
の
デ

l
タ
保
護
法
、
お
よ
び
、
公
法
の
そ
れ
以
外
の
分
野
だ
っ
た

が
、
そ
れ
で
も
や
は
り
、
例
え
ば
、
著
作
権
法
、
刑
法
、
民
法
、
お
よ
び
、
そ
の
他
の
法
分
野
で
、
古
い
法
と
新
し
い
技
術
の
衝
突
か
ら
発

生
し
た
問
題
領
域
に
対
し
て
も
、
立
法
者
は
関
心
を
向
け
て
い
た
。
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訴
訟
法
の
問
題
領
域
に
関
し
て
は
、
と
り
あ
え
ず
法
政
策
と
立
法
は
凡
そ
関
心
を
持
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
り
、
こ
こ
で
の
問
題
で
あ
る

民
事
訴
訟
法
に
関
し
て
も
、
全
く
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
政
策
的
、
立
法
的
な
視
角
か
ら
は
、
電
子
取
引
、
電
子
署
名
の
枠
組
み
を
作
る



説

法
改
正
、
お
よ
び
、
私
法
の
方
式
に
関
す
る
規
定
を
、
現
代
的
法
取
引
、
つ
ま
り
、
電
子
的
法
取
引
に
適
合
さ
せ
る
法
改
正
が
行
わ
れ
て
初

め
て
、
民
事
訴
訟
法
が
問
題
と
な
る
と
い
う
順
序
で
あ
る
。
そ
の
後
に
、
い
わ
ゆ
る
電
子
的
形
式
の
私
法
取
引
、
正
確
に
は
、
電
子
的
形
式

で
の
私
法
上
の
意
思
表
示
が
、
法
的
承
認
を
受
け
た
か
ら
に
は
、
今
度
は
、
い
わ
ゆ
る
訴
訟
行
為
、
つ
ま
り
、
訴
訟
法
上
の
意
思
表
示
に
も

(ω) 

電
子
形
式
は
許
さ
れ
る
の
か
、
仮
に
、
許
さ
れ
る
と
し
た
ら
ど
の
範
囲
で
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

(
印
)

以
上
と
の
関
連
で
特
記
す
べ
き
は
、
以
下
の
三
つ
の
法
律
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

二
O
O
一
年
七
月
一
八
日
の
、
現
代
的
な
法
律
行
為
取
引
に
対
す
る
、
私
法
、
お
よ
び
、
そ
の
他
の
法
律
の
方
式
に
関
す
る
規
定
の
調
整

"""1::.. 
両問

二
O
O
一
年
八
月
一
日
施
行
。

二
O
O
一
年
一
一
一
月
一
四
日
の
、
電
子
取
引
の
た
め
の
環
境
整
備
に
関
す
る
法
律
、
連
邦
法
律
広
報
一
巻
コ
一
七
二
一
頁
、
そ
の
重
要
な
部

に
関
す
る
法
律
、
連
邦
法
律
広
報
一
巻
一
五
四
二
頁
、

分
は
、
二

O
O
一
年
一
一
一
月
一
一
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
。

二
O
O
一
年
五
月
一
一
一
日
の
、
電
子
署
名
に
関
す
る
環
境
整
備
と
そ
の
他
の
規
定
の
変
更
に
関
す
る
法
律
、
連
邦
法
律
広
報
一
巻
八
七
六

頁
、
そ
の
重
要
な
部
分
は
、
二

O
O
一
年
五
月
一
一
一
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
の
法
律
は
、
総
て
二

O
O
一
年
に
可
決
さ
れ
、
そ
の
殆
ど
の
部
分
は
、
二

O
O
一
年
か
ら
は
既
に
施
行
済
み
で
あ
る
。
同
時
に
、

以
上
の
法
律
は
、
一
八
七
七
年
一
月
三
O

B
に
最
初
に
立
法
さ
れ
、
後
に
、
一
九
五
O
年
に
新
た
に
編
纂
さ
れ
、
そ
の
後
に
多
少
と
も
大
幅

な
改
正
を
経
て
い
た
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
典

(
Z
P
O
)
の
若
干
の
規
定
、
な
い
し
は
、
新
し
い
情
報
・
通
信
方
式
を
考
慮
に
入
れ
た
幾
つ

か
の
条
文
と
条
文
の
一
部
に
関
し
て
も
、
変
更
を
加
え
て
お
り
、
さ
ら
に
、
幾
つ
か
の
規
定
を
追
加
し
て
い
る
。
以
上
の
改
正
は
、
「
裁
判

所
へ
の
電
子
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
」
を
初
め
て
可
能
に
し
た
司
法
の
現
代
化
の
先
取
り
と
い
う
点
で
、
大
変
な
進
歩
で
あ
る
と
し
て
、
一
般
に
、

(
日
)

い
ず
れ
に
せ
よ
連
邦
司
法
省
の
側
か
ら
は
、
自
画
自
賛
を
込
め
て
、
祝
福
さ
れ
た
。
し
か
し
、
以
上
の
法
改
正
の
現
実
の
実
施
可
能
性
と
い

う
点
で
も
、
そ
の
法
的
な
内
容
と
新
た
な

E
訴
訟
法
の
規
定
の
解
釈
の
余
地
に
関
し
て
も
、
上
記
の
祝
辞
は
過
大
評
価
で
あ
ろ
う
。
そ
う
は
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い
っ
て
も
、
こ
の
分
野
で
の
立
法
の
必
要
性
を
考
え
れ
ば
、
と
に
か
く
小
さ
な
一
歩
で
も
全
く
改
正
が
な
い
よ
り
は
ま
し
だ
か
ら
、
そ
の
み

す
ぼ
ら
し
さ
、
虚
弱
さ
、
些
細
さ
に
も
関
わ
ら
ず
、
以
上
の
民
事
訴
訟
法
の
新
規
定
そ
れ
自
体
は
歓
迎
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
但
し
、
新
し

い
E
民
事
訴
訟
法
の
守
備
範
囲
の
狭
い
こ
と
、
お
よ
び
、
非
常
に
些
細
な
こ
と
に
思
い
を
い
た
し
、
か
っ
、
以
下
で
引
用
す
る
シ
ユ
タ
ド
ラ

l

(
臼
)

の
観
察
を
も
勘
案
す
る
な
ら
、
本
当
に
ド
イ
ツ
の
民
訴
法
が
「
裁
判
過
程
に
お
け
る
現
代
の
情
報
技
術
の
利
用
の
た
め
の
決
定
的
な
法
的
基

礎
」
と
な
り
う
る
の
か
に
関
し
て
は
相
当
に
問
題
が
あ
る
。

「
こ
の
現
象
は
新
し
い
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
確
か
に
例
外
的
に
立
法
者
が
現
実
の
展
開
に
先
立
っ
て
急
い
で
ハ
ツ
キ
リ
し
た
一
歩
を

踏
み
出
し
た
。
現
在
で
は
、
民
事
訴
訟
法
は
、
技
術
的
な
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
が
な
い
た
め
に
、
実
際
に
は
実
施
で
き
な
い
、
一
連
の
規
定
を

持
ち
あ
わ
せ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
現
状
は
、
ド
イ
ツ
国
内
で
は
裁
判
官
一
人
一
人
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
、
オ
ン
ラ
イ
ン

裁判手続、遠隔通信技術、 iE(電子)訴訟法」

に
よ
っ
て
法
的
デ
ー
タ
バ
ン
ク
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
、
あ
る
い
は
、
わ
ず
か
一
台
の
パ
ソ
コ
ン
で
す
ら
職
場
の
机
に
備
え
て
い
る
と
い
う
状

(
し
ば
し
ば
、

パ
ソ
コ
ン
を
持
つ
て
は
い
て
も
、
使
っ
て
い
な
い
者
も
い
る
)
。
ヴ
ィ
デ
オ
会
議
に
関
す
る
技
術

態
と
は
、

未
だ
ほ
ど
遠
い

的
整
備
も
、
ド
イ
ツ
の
地
裁
、
簡
裁
で
は
決
し
て
あ
た
り
ま
え
と
は
い
え
な
い
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
立
法
者
が
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
発

揮
す
る
の
は
正
し
い
。
や
は
り
、
ま
ず
は
試
験
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
経
験
が
蓄
積
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
前
提
に
立
て
ば
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

裁
判
所
で
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、

E
メ
イ
ル
、
ヴ
イ
デ
オ
会
議
の
利
用
は
、

一
歩
一
歩
実
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
だ
か
ら
、
現
在
の
状

況
で
は
、
多
く
の
こ
と
が
予
測
の
域
を
出
な
い
」

以
上
で
シ
ユ
タ
ド
ラ
l
も
、
こ
の
件
で
は
立
法
者
は
「
例
外
的
に
」

一
回
は
「
現
実
の
展
開
に
先
立
っ
て
一
歩
を
」
と
評
価
し
て
い
る
か

ら
、
次
の
よ
う
に
コ
メ
ン
ト
し
で
も
問
題
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
の
立
法
者
の
特
徴
は
総
じ
て
、
問
題
を
先
取
り
し
、
か

っ
、
問
題
の
全
体
を
考
え
た
上
で
、
予
見
可
能
な
問
題
を
回
避
す
る
と
か
、
少
な
く
と
も
そ
の
影
響
を
初
め
か
ら
予
防
的
に
防
止
す
る
と
い

う
の
で
は
な
く
、
お
よ
そ
、
問
題
が
既
に
発
生
し
、
深
刻
化
し
、
拡
大
し
、
公
の
問
題
(
政
治
問
題
)
と
な
っ
て
か
ら
、
漸
く
反
応
す
る
の
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説

が
通
例
で
あ
る
。
(
悲
し
い
か
な
、
)
実
に
、
こ
れ
が
、
法
社
会
学
者
が
「
刺
激
反
応
的
立
法
」
と
い
う
熔
印
を
押
し
た
、
ド
イ
ツ
の
立
法
権

の
性
格
で
あ
る
。

論

(
日
)

い
わ
ゆ
る
「
方
式
調
整
法
」
に
よ
っ
て
、
遠
隔
通
信
技
術
に
当
て
ら
れ
た
民
訴
の
新
規
定
の
個
々
の
規
定
に
関
し
て
コ
メ
ン
ト
す

る
な
ら
、
そ
の
中
心
部
分
は
、
現
在
は
民
事
訴
訟
手
続
の
中
に
入
っ
て
い
る
「
電
子
化
さ
れ
た
方
式
」
以
上
の
も
の
で
は
な
く
、
と
り
わ
け

電
子
書
面
、
電
子
証
書
、
電
子
署
名
、
お
よ
び
、
そ
の
証
拠
方
法
と
し
て
の
適
性
、
そ
の
証
明
力
、
証
明
価
値
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
に

さ
て
、

す
ぎ
な
い

二
二
O
条

a
、
二
九
二
条

a
、
二
九
九
条
三
項
、
二
九
九
条

a
、
三
七
一
条
一
項
二
丈
)
。

(
民
事
訴
訟
法
一

=δ
条
六
号
、

も
し
か
す
る
と
何
時
の
日
か
、
裁
判
手
続
の
完
全
な
ヴ
ァ

l
チ
ヤ
ル
化
に
向
け
て
の
大
き
な
一
歩
に
成
長
す
る
可
能
性
の
あ
る
、
よ
り
重

要
、
か
っ
、
重
大
な
民
事
訴
訟
法
の
改
正
は
、
以
上
と
は
別
に
、
昨
午
に
可
決
さ
れ
二

O
O
二
年
一
月
一
日
施
行
の
民
事
訴
訟
の
改
正
の
た

(M) 

め
の
法
律
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
連
邦
政
府
、
つ
ま
り
、
政
府
の
連
立
会
派
の
民
訴
法
、
裁
判
所
組
織
法
の
改
正
草
案
に
対

し
て
、
二

O
O
二
年
一
月
一
日
の
ド
イ
ツ
弁
護
士
会
の
首
脳
会
決
定
が
、
特
に
、

「
両
当
事
者
の
合
意
が
あ
れ
ば
、
裁
判
所
は
ヴ
イ
デ
オ
会
議
に
よ
っ
て
口
頭
弁
論
を
実
施
で
き
る
と
い
う
法
改
正
の
提
案
は
、
意
義
深
い

も
の
と
思
わ
れ
る
。
以
上
に
よ
っ
て
、
新
し
い
通
信
手
段
の
導
入
に
よ
り
民
事
訴
訟
を
現
代
化
す
る
前
提
が
作
り
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
」

と
意
見
表
明
し
た
後
に
、

多
く
の
観
察
者
が
あ
っ
と
驚
い
た
こ
と
に
は
、
突
然
に
、
立
法
の
準
備
段
階
で
の
専
門
家
の
詳
し
い
討
論
も
経
な
い
ま
ま
、
「
画
像
と
録

音
に
よ
る
審
理
」
と
題
さ
れ
た
新
規
定
(
民
事
訴
訟
法
一
二
八
条

a)
が
民
事
訴
訟
法
典
に
新
設
さ
れ
、
現
在
で
は
、
同
規
定
に
よ
り
、
ヴ
イ

デ
オ
会
議
の
技
術
を
利
用
し
た
民
事
訴
訟
も
可
能
に
す
る
道
が
聞
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

但
し
、
そ
れ
だ
け
で
、
バ
ラ
バ
ラ
で
つ
ま
み
食
い
の
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
の
「
遠
隔
通
信
技
術
に
と
っ
て
重
要
な
個
別
の
規
定
の
議
決
と

施
行
」
が
(
一
時
的
に
で
す
ら
)
終
了
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
民
事
訴
訟
法
の
従
来
の
送
達
に
関
す
る
規
定
も
、
二

O
O
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二
年
七
月
一
日
か
ら
、
今
度
は
テ
レ
コ
ピ
ー
に
よ
る
伝
達
や
電
子
文
書
の
送
付
に
よ
っ
て
も
、
了
知
と
関
係
な
く
、
送
達
の
効
力
が
発
生
す

(
日
)

る
方
向
で
緩
和
し
、
簡
素
化
す
る
限
度
で
は
、
法
改
正
が
行
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
(
民
事
訴
訟
法
一
七
四
条
)
。

そ
れ
以
外
で
は
、
電
子
取
引
の
法
的
環
境
整
備
に
関
す
る
法
律
に
よ
っ
て
、
既
に
古
く
か
ら
民
事
訴
訟
法
に
規
定
の
あ
っ
た
仲
裁
裁
判
手

続
が
、
二

O
O
一
年
一
二
月
一
一
一
日
か
ら
、
「
仲
裁
に
関
す
る
合
意
の
方
式
」
に
関
し
て
は
、
情
報
伝
達
を
電
子
化
さ
れ
た
方
法
で
利
用
で

(
日
)

き
、
仲
裁
に
関
す
る
合
意
の
書
式
そ
れ
自
体
が
電
子
方
式
で
足
る
と
い
う
方
向
で
緩
和
さ
れ
た
(
民
事
訴
訟
法
一

O
コ
二
条
)

0

さ
ら
に
、
以
上
に
続
く
法
改
正
が
、
現
在
も
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
間
で
は
、
二

O
O
一
年
五
月
九
日
か
ら
「
電
子
登
録
と
遠
隔
通
信
の

司
法
費
用
に
関
す
る
法
律
の
草
案

B
E
E
-ハ
。
。
)
」
が
、
内
閣
で
審
議
さ
れ
て
い
る
。
同
法
の
課
題
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
を
通
じ
て
の
、
機
械

化
さ
れ
た
商
業
登
記
か
ら
の
情
報
請
求
の
簡
易
化
、
お
よ
び
、
機
械
化
さ
れ
た
登
録
か
ら
の
デ
l
タ
請
求
と
、
オ
ン
ラ
イ
ン
や

E
メ
イ
ル
に

(
幻
)

よ
る
デ
l
タ
の
伝
達
に
関
す
る
特
別
な
手
数
料
の
導
入
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な

E
民
事
訴
訟
法
の
規
定
が
、
民
事
訴
訟
法
の
改
正
や
補
充

と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
る
か
、
ま
た
は
、
程
な
く
取
り
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が
「
立
法
の
芸
術
」
の
表

現
だ
と
は
と
て
も
い
え
な
い
。
も
っ
と
も
民
事
訴
訟
法
典
が
立
法
の
芸
術
だ
っ
た
の
は
過
去
の
話
で
あ
り
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
現
在
で
は
立
法

(
四
四
)

に
関
す
る
学
説
を
無
視
し
て
い
る
と
い
う
の
が
本
当
で
は
あ
る
が
。
さ
ら
に
、

E
規
定
の
立
法
の
や
り
方
に
関
し
て
い
う
と
、
そ
れ
は
全
く

不
明
確
か
つ
不
十
分
で
あ
り
、
加
え
て
、
様
々
な
繊
細
な
分
類
を
持
っ
た
偉
大
な
法
典
で
あ
る
民
事
訴
訟
法
典
の
中
で
、
間
違
っ
た
位
置
に

置
か
れ
て
い
る
場
合
が
間
々
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
が
、
解
釈
上
、
適
用
上
の
問
題
を
数
限
り
な
く
惹
起
し
、
新
た
な

E
訴
訟
法
を
め

ぐ
る
数
多
く
の
見
解
の
相
違
と
争
点
を
も
た
ら
す
こ
と
が
、
既
に
現
在
の
時
点
で
予
測
さ
れ
て
い
る
し
、
現
に
実
際
に
も
既
に
問
題
は
生
じ

(ω) 

て
い
る
。
以
上
の
新
た
な

E
規
定
に
つ
い
て
い
う
と
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
テ
l
マ
に
関
す
る
限
り
、
伝
統
的
な
書
式
と
並
ぶ
情

報
形
式
の
「
電
子
方
式
」
(
電
子
書
式
)
に
つ
い
て
も
、
口
頭
弁
論
と
並
ぶ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
方
式
た
る
ヴ
イ
デ
オ
会
議
に
よ
る
、
い

わ
ゆ
る
「
電
子
口
頭
弁
論
」
に
関
し
て
も
、
法
改
正
、
現
代
化
に
際
し
て
、
立
法
者
は
、
要
す
る
に
、
「
新
し
い
方
式
」
に
関
す
る
こ
と
以
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外
で
は
、
何
も
努
力
し
て
い
な
い
。
反
対
に
、
民
事
訴
訟
法
の
基
本
的
な
構
造
、
お
よ
び
、
そ
れ
と
共
に
、
伝
統
的
な
法
規
定
、
又
は
、
当

事
者
の
処
分
に
委
ね
ら
れ
た
情
報
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
過
程
、
つ
ま
り
、
作
用
、
反
作
用
、
相
互
作
用
か
ら
な
る
、
訴
訟
法
の
体
系

に
関
し
て
は
、
全
く
改
正
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
こ
と
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
「
現
代
的
な
」

E
規
定
と
は
、
古
い
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か

さ辺》、

両岡

太
古
の
、
殆
ど
「
骨
董
品
と
な
っ
て
い
る
」
ル

l
ル
の
仕
組
を
、
単
に
規
定
し
た
か
、
古
い
規
定
に
上
書
き
し
た
に
す
ぎ
ず
、
絵
固
化
す
る

な
ら
、
古
い
、
ひ
か
ら
び
た
幹
に
、
さ
し
枝
や
芽
を
接
い
で
、
「
改
良
と
し
た
り
「
若
返
り
」
を
施
す
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

そ
う
す
る
の
は
、
接
ぎ
木
し
た
枝
や
芽
が
成
長
し
、
繁
茂
し
、
腐
っ
て
し
ま
わ
な
い
こ
と
を
望
ん
で
で
は
あ
る
の
だ
が
、
実
は
、
本
当
に
危

険
な
の
は
、
既
に
何
度
も
施
さ
れ
て
い
る
園
丁
の
世
話
は
、
訴
訟
実
務
や
訴
訟
法
学
と
は
方
向
違
い
の
所
で
行
わ
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
と

い
う
事
態
で
あ
る
。
以
上
で
も
指
摘
し
た
新
し
い

E
規
定
の
弱
点
と
欠
陥
は
、
あ
ま
り
に
も
多
岐
に
渡
り
、
多
様
で
、
と
て
も
、
そ
の
欠
陥

の
一
つ
一
つ
を
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
本
稿
で
は
、
隼
者
が
重
要
と
考
え
る
、
二
つ
の
条
文
だ
け
を
例
示
す
る
に
止
め
よ
う
。

す
な
わ
ち
、
民
事
訴
訟
法
二
一
八
条

a
一
項
と
二
二
O
条

a
一
項
で
あ
る
。

民
事
訴
訟
法
一
二
八
条

a
一
項
の
文
言
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

「
当
事
者
の
合
意
が
あ
れ
ば
、
裁
判
所
は
、
申
立
に
よ
り
、
当
事
者
、
代
理
人
、
補
助
人
に
、
口
頭
弁
論
の
期
間
中
、
裁
判
所
以
外
の
場

所
に
滞
在
し
て
、
そ
の
場
所
で
手
続
行
為
を
行
う
こ
と
を
許
可
で
き
る
。
時
を
同
じ
く
し
て
、
口
頭
弁
論
は
当
事
者
、
代
理
人
、
補
助
人
の

滞
在
す
る
場
所
で
、
録
音
、
録
画
さ
れ
、
法
廷
に
伝
達
さ
れ
る
。
」

同
条
の
、
申
立
に
よ
り
(
誰
の
申
立
か
)
、
「
当
事
者
」
「
代
理
人
」
「
補
助
人
」
(
訴
訟
補
佐
人
、
参
加
入
、
債
権
者
参
加
の
参
加
入
も
含

ま
れ
る
の
か
)
に
、
裁
判
所
は
、
「
口
頭
弁
論
の
期
間
中
」
裁
判
所
以
外
の
場
所
、
つ
ま
り
裁
判
管
轄
地
以
外
で
(
遠
く
か
近
く
か
て
あ
る

い
は
、
正
確
に
は
、
そ
の
裁
判
所
の
法
廷
か
ら
離
れ
た
場
所
に
、
滞
在
し
(
出
頭
す
る
の
か
、
出
頭
し
な
い
の
か
)
、
「
裁
判
所
以
外
の
場
所
」

か
ら
「
口
頭
弁
論
」
を
行
う
こ
と
を
許
可
で
き
る
と
い
う
規
定
が
、
す
で
に
不
明
確
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
も
そ
も
「
口
頭
弁
論
の
期
間
中
」
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と
い
う
の
は
、
明
ら
か
に
す
で
に
訴
訟
が
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
し
か
も
、
裁
判
所
、
つ
ま
り
、
法
廷
で
始
ま
っ
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
定
義
上
か
ら
も
お
よ
そ
「
口
頭
弁
論
」
に
つ
い
て
語
り
う
る
の
は
、
原
告
側
の
人
問
、
お
よ
び
、
同
様
に
、
被
告
側

の
人
聞
が
法
廷
に
出
頭
し
(
つ
ま
り
、
原
告
の
側
で
は
、
原
告
本
人
、
ま
た
は
、
代
理
人
や
補
助
人
、
被
告
側
で
は
、
被
告
本
人
、
ま
た
は
、

最
低
で
も
、
代
理
人
や
補
助
人
)
、
そ
れ
に
よ
っ
て
初
め
て
「
口
頭
弁
論
」
が
成
り
立
つ
の
だ
が
、
裁
判
所
で
訴
訟
に
関
す
る
主
張
と
反
論

を
交
換
し
た
と
き
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
際
に
、
裁
判
所
は
単
に
弁
論
を
開
始
す
る
か
弁
論
を
導
く
機
能
を
果
た
せ
ば
十
分
で
、
弁
論

を
指
揮
す
る
必
要
は
な
い
の
で
は
あ
る
が
。
だ
か
ら
、
例
え
ば
、
単
に
、
い
わ
ゆ
る
「
口
頭
弁
論
」
を
開
始
し
、
い
わ
ば
「
自
ら
弁
論
す
る
」

た
め
に
は
、
さ
ら
に
、
「
口
頭
弁
論
の
期
間
中
」
と
い
う
付
加
的
要
件
を
満
足
さ
せ
る
に
は
、
原
告
の
側
か
ら
も
、
被
告
の
側
か
ら
も
、
お

よ
そ
誰
も
法
廷
に
出
頭
す
る
必
要
は
な
い
と
か
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
裁
判
所
は
単
独
裁
判
官
、
ま
た
は
、
合
議
体
、
あ
る
い
は
、
合
議
体
の

一
員
と
し
て
、
一
人
が
法
廷
に
い
れ
ば
、
十
分
だ
と
考
え
る
な
ら
、
以
上
の
解
釈
を
何
ら
か
の
形
で
法
律
と
矛
盾
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
に

(ω) 

は
、
相
当
の
解
釈
上
の
操
作
が
必
要
と
な
る
。
「
手
続
行
為
」
と
い
う
概
念
も
、
そ
れ
が
当
事
者
の
行
為
(
「
訴
訟
上
の
行
為
」
)
を
意
味
す

る
な
ら
、
単
純
に
「
訴
訟
行
為
」
と
同
視
さ
れ
る
よ
う
に
、
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
。
・
な
ぜ
な
ら
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
訴
訟
に
お
い
て

は
、
訴
訟
行
為
や
当
事
者
の
行
為
と
し
て
の
性
格
を
持
た
ず
、
単
に
事
実
的
な
行
為
も
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。

民
事
訴
訟
法
二
二
O
条

a
一
項
の
文
言
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

「
準
備
書
面
、
お
よ
び
、
そ
の
添
付
書
類
、
当
事
者
の
申
立
と
意
思
表
示
、
第
三
者
の
情
報
、
証
言
、
鑑
定
、
意
思
表
示
に
関
し
て
、
方

式
の
規
定
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
が
裁
判
所
に
よ
る
処
理
に
な
じ
む
性
質
を
持
っ
て
い
る
と
き
は
、
電
子
文
書
へ
の
記
録
は
方
式
を
満
足

さ
せ
る
。
文
書
提
出
の
責
任
者
は
、
署
名
法
に
適
合
し
た
電
子
署
名
が
付
さ
れ
た
文
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

以
上
の
条
文
で
は
、
単
な
る
情
報
伝
達
手
段
(
「
書
面
」
「
添
付
書
類
」
)
を
情
報
伝
達
過
程
、
つ
ま
り
、
情
報
伝
達
行
為
自
体
と
併
せ
て

単
純
に
一
箇
所
に
集
め
、
加
え
て
、
多
様
、
か
っ
、
内
容
豊
か
な
訴
訟
法
学
用
語
(
例
え
ば
、
情
報
伝
達
手
段
と
し
て
は
、
「
記
録
」
「
書
面
」
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「
筆
記
」
「
謄
本
」
「
原
本
」
「
複
本
」
「
抜
粋
」
な
ど
で
あ
り
、
情
報
伝
達
過
程
と
し
て
は
、
「
請
求
」
「
申
立
」
「
主
張
」
「
提
起
」
「
争
う
」
「
抗

弁
」
「
異
議
」
「
弁
論
」
「
陳
述
」
「
提
出
」
「
主
張
」
「
応
訴
」
「
自
白
」
「
表
明
」
な
ど
の
用
語
で
あ
る
)
に
全
く
考
慮
を
払
わ
ず
、
不
器
用
か

っ
単
純
に
「
準
備
書
面
、
お
よ
び
、
そ
の
添
付
書
類
」
「
当
事
者
の
申
立
と
意
思
表
示
」
あ
る
い
は
、
「
第
三
者
の
情
報
、
証
言
、
鑑
定
、
意

思
表
示
」
を
数
え
上
げ
た
点
で
、
既
に
解
釈
上
の
問
題
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
。

加
え
て
、
書
面
を
「
準
備
書
面
」
に
限
っ
て
い
る
の
は
、
非
常
に
問
題
で
、
こ
れ
で
は
、
同
条
の
「
規
定
す
る
」
書
面
を
字
義
通
り
に
解

せ
ば
、
よ
り
に
よ
っ
て
、
訴
状
や
上
訴
状
が
、
民
事
訴
訟
法
の
新
規
定
で
は
全
く
捕
捉
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
確
か
に
、
「
民

事
訴
訟
法
二
二
O
条

a
は一一一一
O
条
の
補
充
で
あ
り
、
一
般
的
な
ル
!
ル
に
従
っ
て
特
別
規
定
と
し
て
解
釈
」
す
べ
き
だ
と
し
て
も
、
以
上

(
引
)

の
点
を
、
幾
つ
か
の
コ
メ
ン
タ
l
ル
は
無
神
経
に
見
過
ご
し
て
い
る
c

加
え
て
、
「
方
式
の
規
定
が
あ
る
」
場
合
の
例
示
と
し
て
、
準
備
書

面
、
申
立
、
意
思
表
示
な
ど
が
上
げ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
こ
れ
で
は
、
明
快
な
規
定
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
そ
の
際
に
、
「
方
式
」

の
規
定
が
あ
る
「
書
面
」
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
の
意
味
は
不
可
解
で
あ
り
、
申
立
と
意
思
表
示
へ
の
言
及
は
意
味
不
明
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

方
式
と
は
、
「
法
定
」
、
つ
ま
り
、
方
式
が
強
制
さ
れ
て
い
る
場
合
か
、
あ
る
い
は
、
当
事
者
が
、
口
頭
で
(
つ
ま
り
、
方
式
を
定
め
ず
)
意

見
表
明
す
る
か
、
ま
た
は
、
書
面
で
意
思
表
明
す
る
か
を
選
択
で
き
乙
場
合
で
も
同
じ
な
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

以
上
の
例
を
示
す
だ
け
で
、
裁
判
実
務
や
法
律
学
が
、
上
記
の
規
定
に
関
し
て
、
ど
れ
ほ
ど
多
く
の
解
明
・
修
復
作
業
を
し
な
け
れ
ば
な

~l:.為
函岡

ら
な
い
の
か
を
ハ
ッ
キ
リ
さ
せ
る
に
は
十
分
で
あ
ろ
う
。

w.
従
来
の
問
題
の
経
緯
と
将
来
の
課
題
に
関
す
る
批
判
的
覚
え
書
き

と
は
い
っ
て
も
、
ド
イ
ツ
の
法
学
、
法
実
務
、
法
政
策
、
お
よ
び
、
立
法
の
こ
の
テ
l
マ
と
の
従
来
の
つ
き
あ
い
方
に
つ
い
て
は
、
新
し
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い
ル

l
ル
の
細
部
の
様
々
な
点
に
関
し
て
、
批
判
的
な
コ
メ
ン
ト
を
加
え
る
だ
け
で
は
足
り
ず
、
根
本
的
な
批
判
を
徹
底
的
に
加
え
る
必
要

が
あ
る
。
遠
隔
通
信
技
術
の
よ
う
な
テ

l
マ
に
対
し
て
、
訴
訟
法
学
者
が
、
お
よ
そ
専
ら
規
範
を
指
向
し
た
法
実
証
主
義
的
な
民
事
法
ド
グ

マ
と
い
う
伝
統
的
な
方
法
で
ア
プ
ロ
ー
チ
し
よ
う
と
し
て
い
る
限
り
は
、
そ
の
批
判
は
、
ま
ず
は
、
訴
訟
法
学
者
に
対
し
て
向
け
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
。
伝
統
的
な
「
ア
プ
ロ
ー
チ
」
の
特
徴
と
は
、
例
え
ば
、
既
に
立
法
を
見
た
、
あ
る
い
は
、
近
く
可
決
さ
れ
る
、
「
電
子
感
染
し

た
」
新
し
い
ル

l
ル
の
様
に
、
「
新
し
い
分
野
」
が
規
範
や
規
範
の
草
案
と
な
っ
た
場
合
に
、
そ
う
な
っ
て
初
め
て
、

し
か
も
、
そ
の
限
り

で
、
訴
訟
法
の
「
新
世
界
」
を
受
け
入
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
、
裁
判
手
続
法
の
範
囲
内
、
ま
た
は
、
そ
の
ル
ー
ル
を
取
り

巻
く
環
境
の
中
で
だ
け
で
あ
る
。
し
か
る
後
に
、
よ
う
や
く
、
訴
訟
法
学
者
は
広
い
範
囲
で
、
新
し
い
立
法
成
果
と
取
り
組
み
始
め
る
。
し

一
種
の
ア
フ
タ
ー
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
、
新
し
い
ル

l
ル
を
分
析
し
、
解
釈
し
、
批
判
し
、
あ
る
い
は
、
新
し
い
ル

l

か
も
、
そ
の
仕
事
は
、

裁判手続、遠隔通信技術、 iE(電子)訴訟法j

ル
を
、
実
際
に
該
当
す
る
事
例
、
ま
た
は
、
解
釈
に
よ
っ
て
当
該
規
定
に
該
当
す
る
と
さ
れ
た
事
例
に
適
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。
依
然
と
し

て
、
間
違
い
な
く
訴
訟
法
学
者
は
、
こ
う
い
っ
た
仕
事
が
自
分
の
本
来
の
課
題
と
職
分
だ
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
現
下
の
テ

l
マ
の
よ

う
に
、
そ
れ
が
「
革
命
的
な
」
意
味
、
射
程
、
重
大
な
結
果
を
伴
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
の
よ
う
な
訴
訟
法
学
者
の
態
度
、
行
動
は
、
全

(
臼
)

ウ
ー
ル
フ
卿
が
定
義
し
た
よ
う
に
、
近
い
将
来
に

I
T
が
「
裁
判
シ
ス

く
相
応
し
い
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
「
ア
プ
ロ
ー
チ
」
は
、

テ
ム
を
支
え
る
基
礎
」
や
司
法
の
世
界
の
「
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
変
化
の
触
媒
」
と
な
る
だ
ろ
う
こ
と
に
、
視
野
を
閉
ざ
す
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
問
題
の
大
き
な
局
面
と
激
し
さ
を
自
覚
す
る
た
め
に
、
ま
ず
は
必
要
な
の
は
、
大
き
な
広
が
り
を
持
つ
遠
隔
通
信
技
術
の

世
界
、
お
よ
び
、
「
訴
訟
の
世
界
」
と
そ
の
法
と
を
、
従
来
は
相
互
に
切
り
離
さ
れ
て
き
た
二
つ
の
世
界
と
し
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ

(ω) 
る
。
す
な
わ
ち
、
前
者
は
、
特
に
、
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
と
相
互
的
交
信
の
世
界
で
、
大
変
な
発
展
を
遂
げ
、
そ
の
電
子
的
方
式
、
手
段
、
可

能
性
は
、
法
律
家
が
当
然
の
こ
と
と
し
て
知
り
、
利
用
し
て
き
た
も
の
よ
り
、
ず
っ
と
多
く
の
も
の
を
提
供
し
て
き
た
(
例
え
ば
、
標
準
ハ

i
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ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
、

E
メ
イ
ル
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
調
査
、
電
子
テ
キ
ス
ト
処
理
、
あ
る
い
は
、
ヴ
イ
デ
オ
会
議
で
あ
る
)
0

他

ド
ウ
エ
ア
、



説

方
で
、
後
者
は
、
巨
大
で
大
き
な
広
が
り
を
持
つ
世
界
で
あ
り
、
し
か
も
、
多
く
の
国
で
、
既
に
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
転
換
期
を
迎
え
て
い
る
。

吾£為

白岡

つ
ま
り
、
「
規
範
的
」
「
操
作
的
な
」
訴
訟
法

(
似
)

で
は
な
く
、
事
実
と
し
て
の
「
訴
訟
法
」
つ
ま
り
、
訴
訟
の
「
法
事
実
」
と
し
て
の
「
訴
訟
法
の
現
実
の
世
界
」
に
関
心
を
持
つ
こ
と
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
こ
そ
が
、
遠
隔
通
信
技
術
が
訴
訟
法
の
世
界
と
関
係
し
、
衝
突
し
て
い
る
、
現
在
進
行
形
で
、
か
っ
、
同
時
に
潜
在

的
な
裁
判
手
続
の
現
実
、
あ
る
い
は
、
司
法
部
門
全
体
の
現
実
、
つ
ま
り
、
現
実
の
条
件
、
状
態
、
経
緯
、
そ
し
て
、
特
に
、
司
法
分
野
で

行
動
す
る
私
人
、
サ
ー
ビ
ス
従
事
者
、
職
員
な
ど
の
実
態
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
現
実
を
、
現
代
の
技
術
は
、
直
接
に
捉
え
、
影
響

を
与
え
、
そ
こ
か
ら
、
次
第
に
司
法
と
訴
訟
法
に
対
し
て
間
接
的
に
帰
結
が
も
た
ら
さ
れ
る
、
あ
る
い
は
、
司
法
と
訴
訟
法
の
視
点
か
ら
見

そ
の
際
に
、
必
要
な
の
は
、
「
訴
訟
の
世
界
」
と
訴
訟
の
法
の
中
の
、
一
。
訴
訟
法
規
範
の
世
界
」

た
帰
結
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

確
か
に
、
司
法
手
続
を
事
実
と
し
て
記
述
し
、
研
究
す
る
こ
と
は
、
学
際
的
な
研
究
に
習
熟
し
て
い
・
な
い
場
合
は
、
し
ば
し
ば
法
律
家
に

と
っ
て
は
、
困
難
な
仕
事
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
特
に
、
訴
訟
法
学
者
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
訴
訟
法
学
者
に
と
っ
て

は
、
「
訴
訟
」
と
い
う
名
前
の
「
独
立
し
た
シ
ス
テ
ム
」
ま
た
は
、
「
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
」
は
、
単
な
る
「
法
律
関
係
」
、
「
法
状
態
」
、
あ
る
い

は
、
「
訴
訟
行
為
(
法
)
の
シ
ス
テ
ム
」
、
単
な
る
、
「
規
範
的
有
機
体
」
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
「
純
粋
に
技
術
的
な
構
成
物
」
に
す
ぎ
な
い
か

ら
で
あ
る
。
他
方
で
、
例
え
ば
、
「
紛
争
形
式
」
「
相
互
交
信
の
場
」
、
一
，
情
報
シ
ス
テ
ム
」
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
シ
ス
テ
ム
」
、
「
ス
ピ
!

チ
の
場
」
「
言
語
の
飛
び
地
」
、
「
ば
く
ち
」
ま
た
は
「
学
習
課
程
」
、
「
独
り
言
」
「
対
話
」
「
鼎
談
」
、
「
儀
式
」
「
役
割
遊
び
」
ま
た
は
「
ド
ラ

マ
」
、
「
経
営
組
織
」
ま
た
は
「
サ
ー
ビ
ス
企
業
」
、
お
よ
び
、
最
近
な
ら
、
し
ば
し
ば
、
「
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
」
と
し
て
裁
判
手
続
を
記
述

し
、
理
解
す
る
方
が
、
社
会
科
学
者
や
経
済
学
者
か
ら
は
、
よ
り
多
〈
の
成
果
が
期
待
で
き
る
。
つ
ま
り
、
法
律
家
が
そ
の
独
自
の
方
法
と

作
業
方
法
に
依
拠
す
る
よ
り
も
、
社
会
科
学
者
や
経
済
学
者
は
、
以
上
の
よ
う
な
方
法
で
、
訴
訟
の
あ
る
種
の
現
実
に
対
し
て
は
、
よ
り
優

(
白
山
)

れ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
を
行
っ
て
い
る
。
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未
だ
十
分
に
電
子
化
さ
れ
て
お
ら
ず
、
次
第
に
電
子
化
さ
れ
て
い
る
に
せ
よ
、
訴
訟
手
続
と
は
、
実
は
「
デ
ー
タ
処
理
シ
ス
テ
ム
」
や
、

「
情
報
シ
ス
テ
ム
」
さ
ら
に
は
、
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
シ
ス
テ
ム
」
に
他
な
ら
な
い
と
理
解
し
た
場
合
、
か
っ
、
そ
う
理
解
し
た
場

合
に
だ
け
、
訴
訟
の
現
実
の
世
界
と
、
「
デ
ー
タ
処
理
情
報
」
「
(
遠
隔
)
情
報
」
「
(
遠
隔
)
通
信
」
以
外
の
何
者
で
も
な
い
、
遠
隔
通
信
技

術
の
世
界
が
、
相
互
に
惹
き
つ
け
あ
い
、
親
和
性
が
あ
り
、
一
致
し
、
適
合
す
る
性
質
が
豊
富
な
こ
と
が
速
や
か
に
明
ら
か
に
な
る
。
そ
の

裁判手続、遠隔通信技術、 IE(電子)訴訟法J

結
果
、
裁
判
手
続
と
い
う
特
別
な
分
野
に
も
、
司
法
シ
ス
テ
ム
一
般
に
も
、
新
し
い
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
る
の
を
待
っ
て
い
る
が
、

反
対
に
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
占
領
に
対
し
て
当
面
は
何
ら
か
の
法
的
な
限
界
が
画
さ
れ
て
い
る
、
休
耕
田
な
い
し
は
、
無
防
備
の
脇
腹
が
存
在

す
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
何
時
の
時
点
で
そ
れ
が
問
題
と
な
る
の
か
も
、
同
時
に
明
ら
か
に
な
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
ド
イ
ツ
で
は
未
だ
始
ま
っ

た
ば
か
り
の
、
い
わ
ゆ
る
裁
判
手
続
の
ヴ
ァ

l
チ
ヤ
ル
化
が
一
層
進
行
す
れ
ば
、
実
は
そ
う
な
る
こ
と
は
確
実
な
の
だ
が
、
既
に
現
在
も
提

起
さ
れ
て
い
る
問
題
、
次
第
に
一
部
ま
た
は
全
部
が
ヴ
ァ

l
チ
ヤ
ル
化
さ
れ
る
裁
判
手
続
、
つ
ま
り
、
様
々
な
電
子
形
式
と
電
子
器
機
の
大

量
の
利
用
が
、
民
事
訴
訟
法
の
個
々
の
規
定
と
一
体
折
り
合
う
の
か
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
そ
の
総
て
、
ま
た
は
、

展
の
影
響
を
受
け
る
、
特
に
、
以
下
の
よ
う
な
、
伝
統
的
な
手
続
法
の
公
準
、
原
理
、
原
則
、
す
な
わ
ち
、

一
部
は
新
た
な
発

誰
で
も
裁
判
を
利
用
で
き
る
こ
と

提
出
主
義

弁
論
主
義

口
頭
主
義
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直
接
主
義

出
頭
主
義

公
開
原
則
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経
済
性
原
則

職
権
主
義
、
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幸子r為
民間

さ
ら
に
は
、
民
事
法
の
根
本
原
則
と
折
り
合
う
の
か
と
い
う
問
題
が
、
先
鋭
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
以
上
の
、
技
術
と
訴
訟
上
の
原
則
と
の

両
立
性
と
い
う
問
題
に
解
答
す
る
こ
と
は
、
私
見
で
は
、
極
め
て
緊
急
の
、
し
か
も
、
個
々
の
訴
訟
法
上
の
規
定
と
技
術
と
の
折
り
合
い
を

付
け
る
よ
り
も
、
ず
っ
と
急
を
要
す
る
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
公
ら
、
現
代
的
な
電
子
技
術
が
実
際
に
持
っ
て
い
る
、
あ
る
い
は
、
一

般
に
い
わ
れ
て
い
る
、
そ
の
効
用
を
指
摘
し
て
、
訴
訟
法
の
個
別
の
規
定
を
新
た
な
要
請
に
適
合
さ
せ
る
こ
と
は
、
歴
史
の
中
で
場
合
に
よ
っ

て
は
激
し
い
闘
争
に
よ
っ
て
守
ら
れ
勝
ち
取
ら
れ
、
既
に
殆
ど
「
不
動
の
訴
訟
法
」
と
し
て
通
用
し
て
い
る
訴
訟
手
続
の
公
準
を
再
定
義
し

た
り
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
を
完
全
に
放
棄
し
て
し
ま
い
、
そ
の
結
果
、
そ
れ
が
生
き
延
び
る
チ
ャ
ン
ス
の
な
い
位
に
現
代
技
術
に
感
染
し
て

い
る
場
合
は
、
訴
訟
法
理
論
と
い
う
「
聖
牛
」
を
屠
殺
し
て
し
ま
う
よ
り
は
、
法
政
策
的
に
も
立
法
的
に
も
は
る
か
に
簡
単
だ
か
ら
で
あ
る
。

v.
お
わ
り
に

最
後
に
、
世
界
中
の
多
く
の
地
域
で
進
行
し
て
い
る

(
ド
イ
ツ
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
て
司
法
シ
ス
テ
ム
と
裁
判
手
続
の
分
野
で
の
、

基
本
的
な
改
革
、
変
化
、
転
換
に
関
し
て
も
、
こ
れ
ま
で
と
同
様
、
極
め
て
批
判
的
な
後
書
き
を
付
し
て
お
く
こ
と
を
お
許
し
い
た
だ
き
た

(
叫
山
)

ぃ
。
以
上
の
変
革
は
、
深
刻
な
改
革
の
動
き
と
結
び
つ
い
て
お
り
、
そ
の
こ
と
は
、
例
え
ば
、
「
民
主
化
」
「
憲
法
化
」
「
経
済
化
」
「
私
化
」

「
国
際
化
」
、
わ
け
で
も
、
「
現
代
化
」
と
い
っ
た
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ

l
べ
に
よ
っ
て
改
革
の
動
き
が
表
現
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
見
て
取
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
司
法
シ
ス
テ
ム
や
裁
判
手
続
の
現
代
化
の
背
後
に
存
在
す
る
の
は
、
し
ば
し
ば
、
様
々
な
改
革
の
動
き
の
中
で
も
最
も
現
代
的

に
響
き
、
か
っ
、
最
も
現
代
的
で
進
歩
的
だ
と
売
り
込
ん
で
い
る
、
今
日
「
技
術
化
」
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
化
」
「
電
子
化
」
「
デ
ジ
タ
ル
化
」



「
ヴ
ァ

l
チ
ヤ
ル
化
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
以
外
の
何
者
で
も
な
い
。
し
か
し
、
き
ち
ん
と
観
察
す
る
と
、
よ
り
に
よ
っ
て
、
こ
の
「
現

代
化
の
ト
レ
ン
ド
」
こ
そ
が
、
様
々
な
改
革
の
動
き
の
中
で
も
、
最
も
保
守
的
で
、
あ
る
意
味
で
は
後
退
的
な
代
物
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
司

法
と
裁
判
手
続
の
現
代
化
と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
の
下
に
あ
る
も
の
を
集
め
て
み
る
と
、
本
当
の
と
こ
ろ
は
、
作
用
、
反
作
用
、
相
互

作
用
の
伝
統
的
な
方
式
、
司
法
と
裁
判
所
で
の
行
為
の
進
行
、
作
業
経
過
の
伝
統
的
な
形
式
、
つ
ま
り
、
紙
の
形
式
、
あ
る
い
は
、
訴
訟
法

用
語
で
「
文
書
」
「
書
面
」
「
仮
と
じ
本
」
「
書
類
」
「
カ

l
ド
式
索
引
」
「
文
書
」
「
調
書
」
「
記
録
」
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
、
た
と
え
、

(
手
書
き
で
あ
る
こ
と
、
自
署
で
あ
る
こ
と
、
公
証
さ
れ
た
も
の

裁判手続、遠隔通信技術、 IE(電子)訴訟法」

そ
れ
が
、
「
単
純
な
方
式
」
で
あ
ろ
う
と
、
方
式
の
厳
格
化
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
、
書
面
化
す
る
こ
と
、
役
所
が
意
思
表
明
し
た
こ
と
、
な
ど
)
で
あ
ろ
う
と
、
要
す
る
に
そ
れ
を
単
に
、
電
子
方
式
と
い
う
新

し
い
形
式
に
置
き
換
え
、
補
充
し
よ
う
と
い
う
努
力
以
上
の
何
者
で
も
な
い
。
そ
の
際
に
、
こ
う
い
っ
た
電
子
形
式
は
、
あ
た
か
も
伝
来
の

書
式
の
「
極
端
化
」
、
ま
た
は
、
「
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
」
で
し
か
な
く
、
現
代
化
の
担
い
手
は
、
単
な
る
「
形
式
化
の
担
い
手
」
で
あ
る
に
す
ぎ

ず
、
ま
さ
に
、
し
か
も
、
専
ら
方
式
に
だ
け
腐
心
し
、
内
容
は
ど
う
で
も
良
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
(
「
古
い
酒
を
新
し
い
草
袋
に
」
)
。
と

こ
ろ
が
、
ま
さ
に
裁
判
手
続
と
司
法
行
政
の
内
容
、
そ
れ
自
体
が
、
今
日
で
は
問
題
を
含
み
、
緊
急
な
改
革
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
対
象
な

の
で
あ
る
。
裁
判
手
続
に
関
し
て
い
う
な
ら
、
特
に
、
開
始
、
準
備
、
情
報
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
再
構
成
、
文
書
化
、
決
定
過
程
な

ど
数
々
の
、
公
的
、
職
業
的
、
私
的
な
訴
訟
関
与
者
の
相
互
的
な
行
為
に
、
同
じ
こ
と
が
当
て
は
ま
る
。
と
り
わ
け
ド
イ
ツ
で
連
邦
司
法
省

(
釘
)

の
主
導
で
開
始
さ
れ
、
既
に
何
年
も
実
施
さ
れ
て
い
る
「
司
法
の
構
造
分
析
」
の
下
で
の
個
々
の
調
査
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
ま
さ
に

こ
う
い
っ
た
裁
判
手
続
の
中
身
、
昔
か
ら
の
そ
の
鈍
重
さ
、
面
倒
さ
、
費
用
が
嵩
む
こ
と
こ
そ
が
、
改
革
の
必
要
が
大
き
く
、
改
革
が
絶
対

に
必
要
な
も
の
で
あ
り
、
私
見
で
は
、
単
な
る
「
デ
ー
タ
媒
体
の
交
換
」
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
、
電
子
化
さ
れ
た
形
式
に
よ
っ
て
、
紙
の
書

式
を
単
に
置
換
、
補
充
す
る
と
い
う
意
味
で
の
彼
の
「
方
式
の
改
革
」
よ
り
も
、
ず
っ
と
緊
急
事
で
あ
る
。
ヴ
イ
デ
オ
会
議
に
よ
る
口
頭
弁

北法55(1・35)35

論
の
代
置
に
関
し
て
も
、
話
は
殆
ど
同
じ
で
あ
る
。



説

そ
う
い
っ
た
事
態
に
鑑
み
て
、
以
下
の
こ
と
に
思
い
を
致
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
電
子
的
な
形
式
と
い
え
ど
も
、
総
て
の
形
式
と
向

北法550.36)36

様
に
、

い
わ
ゆ
る
固
定
化
と
安
定
化
と
い
う
機
能
と
効
果
を
持
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
形
式
化
さ
れ
た
内
容
と
い
う
の
は
、
何
時
も
そ
う
だ

が
、
そ
の
内
容
が
固
定
化
さ
れ
る
性
質
を
持
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
、
多
く
の
場
合
に
、
十
分
な
理
由
の
あ
る
こ
と
で
は
あ
る
が
。

論

し
か
し
、
反
面
、
そ
の
こ
と
が
意
味
す
る
の
は
、
そ
れ
が
単
な
る
形
式
化
の
努
力
な
ら
、
現
代
化
の
努
力
は
総
て
、
保
守
的
、
固
定
的
、
現

状
維
持
的
と
な
ら
ざ
る
を
得
ず
、
場
合
に
よ
っ
て
は
内
容
的
な
改
革
を
促
進
す
る
よ
り
も
妨
げ
る
危
険
を
、
そ
れ
自
体
が
苧
ん
で
い
る
の
で

あ
る
。*ペ

l
タ
l
・
ギ
レ
ス
教
授
(
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
大
学
法
学
部
教
授
)
は
、
二

O
O
二
年
秋
に
、
わ
が
国
を
訪
問
さ
れ
、
同
年
一

O
月
二

三
日
に
旭
川
大
学
で
本
稿
の
一
部
を
要
約
し
た
講
演
及
び
質
疑
応
答
を
行
っ
た
(
通
訳
は
、
藤
原
が
行
っ
た
)
。
旭
川
大
学
で
の
講
演
は
、

「
I
T
時
代
に
お
け
る
裁
判
l
ド
イ
ツ
の
現
状
を
中
心
に
し
て
|
」
「
平
成
一
四
年
度
・
地
域
研
究
所
報
」
二
五
号
一
一
一
一
頁
以
下
(
旭
川

大
学
地
域
研
究
所
)
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
問
題
の
ド
イ
ツ
で
の
背
景
事
情
に
関
心
の
あ
る
方
は
、
是
非
と
も
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

本
誌
へ
の
本
稿
の
翻
訳
の
掲
載
は
、
石
垣
を
通
じ
て
、
ギ
レ
ス
教
授
を
招
待
し
た
中
央
大
学
の
小
島
武
司
教
授
の
承
諾
を
得
た
。
こ
の
場
を

借
り
て
、
ギ
レ
ス
教
授
と
小
島
教
授
に
深
く
お
札
を
申
し
上
げ
た
い
。
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Braun， Verwendung fremder Daten im Zivilprozes und zivilprozessuale Beweisverbote， NJW 2000， S，313f['; Wemer (N， II)~' ~\匹。

(~) Russmann， Modem巴Elektroniktechnologie(N.11). 

( :?3) Russmann，“Herausforderung Informationsgesellschaft: Di巴 Anwendungmodemer Technologien im Zivilprozes und anderen 

VerfahrenぺGeneralberichtzum XI. Weltkongresses fur Prozesrecht der Intemational Association of Procedural Law mit dem Leittitel 
“Das Prozesrecht an der Schwelle eines neuen Jahrtausends" 1999 in Wien (N.1). 

(g) Herberger (N.I) 

(日)Gilles， Transnational repo司(N.11).

(日)Gilles，“Die Justiz der Zukunft" (N.II)州総監。 Marinho，Faria， Sadek C纏や(トlト7入犬.'.lleK-.lν)同;:，'Lima Marques， 
Alverde Barettolima， Bastian， Martins C ~lì芸品}総墜(ト iト 7入会)。杓♂.'.l' Henckel， Haas (弘、ァれ) ~-í\秘密i。

(沼)Gilles，“Introduction" (N.11)今泌総匹。

(認)組(ド)総盤。

(沼)利(ド)総程。

(~) Kodek (N.9) ~~;:，' Stadler (N. lO)ω総盤。~."f'問、と'~斗 C縄県I' E号、ヤム弐込「出1時給縦士活よJ控訴士出遅 C 様+C:'h::íJ .>J;:若干

νエr-QC!!'榊1t-C稲盛今切符v雨認可己時令。o .>J:;小 C!!' や認さ同i担.'.l訳出話j~と.'.l' ["ト犬、トス fトヤト」や n宅1lJ!)g~苦言」

ゐ県阿-.l'終明白貢JνエトOム4小指， ["!E鮮総苦言 C 詩~-ft:::'h::íJ 早.J ti~ヲ v' 煙車託銀短命舎も1/)早ノ~ (i .>J~~霊会♂並区.p ~ν エr-Q+C:'lえ(忘

吋包P 制付~-þ<制Eえ土蛍' 制トトわ〈船$~' '~干 fト→マ4目割程' 同穴、r士ミt宅1lJ!)g;:望勾)込!lI{怖1橋市道早J¥蒸41L4醤王子ド〈ヰヰdヰヰ41Zitご':;.!-R&
早J~ r-Q 。

(お) 1-¥宍C ["橋治 C割~J .>J主~+C:C ["ャ入~一件 h ム C主l~J .'.l0エν当， Gilles， Deutscher Landesbericht“Prozesrecht und 
Intem巴t"(N.7)~' れ九0.'.l' ~-Lj C 皿k主主~~I~-.l ν エトQ' Hoeren， Intemet und Jurisprudenz-zwei Welten begegnen sich， NJW 

2000， S.188仔.~総盤。

(湾) ~-Lj.'.l 0 エ ν!!' Gilles，“Introduction to Procedural Law for the Third MilleniumぺGent(N.ll); ders.，“Die Justiz der Zukunft"， 

Brasilia (N.1 1) 込まさ沼会♂話事:lf;~ノ必心。.YUι0 .'.l' ，) C 与[j~.'.l 0 ニい'体制-H C1":>!窓会♂ C ï1穴入ム早ノ出血~'<，拍手ミ， Graf 

von Westphalen， Lifelong， Leaming， Editorial， ZGS-Zeitschrift fur das gesamte Schuldrecht， 2002， Heft 1， S.I. 
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(~) Stadler(N.IO) ~総監。

(宕)~吋'当， Rossnagel (N.lI); Thiele， Kooperative R巴chtspflegeω総監。れ八工、!2'"午、V'G'lli1l:1-'JC¥ν当， 1遺言G'.(-1>エi強制Jti*;:~ 
パーム。ムJト¥0;♀t{l-'J:;'小 Stadler(N.IO) G'同組会j総理~O ~斗:1 0 エド ti' れJ必 Lよ， Russmann， Herausforderung Industriege-

sellschaft (N.l)化J-¥f動産。

(弓) ~.J...j:1 ~~νti' 1廓ピ記-4~\0G'#語字{rrn-'Ji:lて縦十.，G' $!'i~詰ムj冥号室草」ム二小 1ト-1>-G'総長田劃~l稔縦士出件側 (1~~1 叶， n 

、「入1トlトムJ::"rく侵入\0~~製)G'縫術品}総堕i。匙:1' 1 0体mG'1ト-1>-¥0母子。， l'トれ¥ロ:入ー'事実株主D-'J同締G'g長魁J:1区
令子Q~.(Iロロ(1民総)ムjてれ-¥lヤ (nャ入トiト)和総監。
(苧)II室付包， Kramer (-tマミミ iト入ト弐~1n~#選出(皿)' Modernisierung der Justiz und Richterprofil， RuP 2001， S.127ff; Viefhues， IOJahre 

EDV-Gerichtstag， AnwB12002， S.354ff.; Justitia goes on-line， 10 Jahre EDV-Gerichtstag， in: DRiZ 2001， S.485f. ~総監。

(号)臨週刊、惜禄:1~....Jν ， 'J G'~:1~ムヤトG'Jiii'士道千J駆けの ;e..!'J.-'0 G'縫い:10エいti''J G' G司監iì G'僻I[:~隠早ノ持母ぐ宇ミピーミ決 -i己'

1 ・同将兵社G'~トヤ一入G'-4目f穏や!とÇ\ ;ê..!~手4ロ ~ill$時:íh\0崎ぺ (:出(...;) )。思l....J' ~G'蒜~[]担当官堂G' m催県川島t~ G'ボ腿L4E宝い

崎、:ilG'V 毒自o-R G'.I[]~\0判V'~君。 ν エト。。再tJ<工、:1' Werner (N.II)， Elektronische Datenverarbeitung bei Zivilgerichten， NJW 

1997， S.239ff.ω総墜。

(ミ)Stadler (N.IO). 

(甲)Bosauer Pr巴:ssespiegel-Meldu噌 enaus den nachsten IOJahren， http://www.hamburg.deIBEHOERDEN/JB/j2000/j201O.htm. 

(事)Schonfelder (N .11). 

(号):t:::捻 11~総監。

(~) ~.J...j:1~~\-'当， Geiger， Gerichtsverfahren mitt巴IsVideo-Konferenzen， ZRP 1998， S.365ff.; Schaumburg， Mundliche Ver-

handlungen per Video-Konferenz. Erste Erfahrungen mit Video-Verhandlungen beim Finanzgericht Koln， ZRP 2002， S.313ff.; 

Schmidt-Troje， Video-Konferenz im Finanzgericht， BB 2002， Heft 24， S.l; L託ndernachrichten: Video-Konferenzen bei fi-

nanzgerichtlichen Verfahren in Hessen， NJW 2001， S. XL; Dieckmann， Finanzgerichtliches Verfahren per Video-Konferenz， Der 

Betrieb 2002， Heft 21 (Editorial)， S.1. 

(宕) リリレ'初Ç\-'J塁手封[]~;ê..! 国首医' 同~G'将司F'' J ム~ C¥ド.，:iJ:It {}.!;J:ih :1総量和杓~' 土延4家主三ムJ:;'小4足早ノti'~\々馬記~;ê..!~~二:1 ~_J
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ν~' Barth， Anwaltsmagazin / Elektronische Fonn wird zul証ssig，ZAP Nr. 22 vom 22.11.2000， S.1327f.;れJ&!.1.'刑栄町制押eャ
入々 、ー，時れ ι ，http://www.bmj.bund.de/ggv/ggvJhtm.; Barth， Anwaltsmagazin / Kabinett beschliesst Rahmenbedingungen fur den 

elektronischen Gesch証ftsverkehr，ZAP Nr.5 vom 7.3.2001， S.244ff.; BMJ-Mitteilungen vom 14.2.2001， Das Gesetz uber rechtliche 

Rahmenbedingungen fur den巴lektronischenGeschaftsverkehr (EGG)， http://bmj.bund.de/misc/200l/m_07_01.htm: 

「中ャ丈一主主詩語紙穿1さJ('1怖心， I自国トド採草j.::;o丈$lfト墜元三J!2 \1エ ν~' http://www.cybersettle.com; http://www.jusline.comlー
jus.info.verschschieds.html; http://www.femerconsulting.delbeitrag/updat巴.htm; http://www.i-courthouse.com; http://www.jura.unト

sb.de/ndw2000/ndw 116.htm; Henssler / Huber / Palenberg， ZAP-Gesetzgebungsreport / Eingebrachte Gesetzesvorhaben / Elektronische 

Signatur， ZAP Nr.5 vom 7.3.2001， S.251; Entwurf eines Gesetzes uber Rahmenbedingungen fur elektronisch巴 Signatur(BT-Drucks 

14/4662). 

雌若草C;I;起訴f占lQ!2::EiB:-.l ν~' Gesetz zur Anpassung der Formvorschriften des Privatrechts und and巴rerVorschriften an den modemen 

Rechtsgeschaftsverk巴hrvom 18.7.2001 (BGBBI 1， S.1542)， in Kraft seit 1.8.2001; Gesetz uber rechtliche Rahmenbedingungen fur den 

elektronischen Gesch証ftsverkehrvom 14.2.2001 (BGBI 1， S.3721)， im wesentlichen in Kraft seit 21.12.2001 

Gesetz ub巴rRahmenbedingungen fur elektronische Signaturen und zur Anderung weiterer Vorschriften vom 21.5.2001 (BGBI 1， 

S.876) ~' 1 -K -K-\J叶-\Jc:r:: 11<巴漫にC濯機C 脚~;I;認申~i牒Jν ， 1100 1 叶同c:r:: 1111 回会&~雲!と杓 ~-í-! O 穣耐~~潟C 国

主ri~' I帽トド掛甲州北J¥Iド抑制JC ~~ C :J;:.p~.)J-.l νE草壁 C 却さ:g;寂-R~.ur't-( ν~匪~:ì'~.)J-\o--r(l-í-!~!2'細川『誕鮮nr-.心細市長不早ノ

Cさと蛍榊心 fト一時\C時~m民主53己~感!2æ!時吋小!2-\o--トQ -í-!~!l J Illt震や制トド蜘ゐJ;lC取引Cャ入「¥lトJ~是正F司令リ心 \':J~ ト(1 0

海副甲州土日~'{[]]脚!2ピ.p~小時制甲金平よJ -.l νC' 同0C雌単欄梨十点!獲-i-!-¥o-- I草tRdポ制トト脚~J ~' ~ガ:1 C燃 11~* \':J E罷{P-P

νエト(10 ~現平ノ Illti.iミヤ細川司副甲州」ょJ~ヰユドエト-Q Cti' 阿川『同甲~~

佃y&'同~~C叶-C$S:.Jw:判明!2唆随-.l'

2長4尽井早Cトャ;ト入 iトヤ 1ト干込書岩間早ノ.¥¥'tJ'

同~~C"ヤ -C f!堂.Jw:判ゐ 4皿余~士 \':J~四割 \':J 哨1Jr(l\lドd足早ノ~tぎ耳1.1ヰヰ'

同~~C~部会♂'ま経!.1 iトー仏印信長引-.l-í-!~).)J~賠穏旨濯や時五=，'

~c~tぎ宮!2.Jw:寂 \':J 崎í'-í-! llt~や胤gf:!2欄勺.\\'tJ' -R ¥1' 
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f製鋼K~苦闘甲持Cさ土蛍主幅削~:学資杓与~~~司日早J嶋崎。

(呂) ìfr車窓:出(~) CT<極化}総監i。
(巴)窓吋'笠'刑者老町土己紹Ci::HI[]'www.bmj，bund.de vom 22. juni. 2001;“Modemisierung der Justiz geht weiter" vom 9. Mai. 2001; 

“ein wichtiger Schritt zur Modemisierung der Justiz， zur St証rkungder Amtsgerichte und fur besseren Rechtsschutz'" t<士主， vom 14. 

Februar 200 I ;“Gesetz uber rechtliche Rahmenbedingungen fur den elektronischen Geschaftsverkehr (EGG)" ~総gj。脳~C i::HI[]!Y

「制件主主4張。lIm~C 骨収堅手J ~区令崎将1ドE-~畑、とや;二時。

(包)Stadler， Der Zivilprozes und neue Formen der Informatinstechnik (N.10). 

(巴)~ド一三時~{!誕報{I!<! C く刑判さ， +tl思 Cと駁 1~と杓ヰヰ \J:;' 時。

(苫)Gesetz zur Reform des Zivilprozesses (Zivilprozesreformgesetz-ZPO RC vom 27.7.2001 BGBl 1， S.1887); Barth， Anwaltsmagazin， 

ZPO-Novelle auch vom Bundesrat gebilligt， ZAP Nr.13 v. 11.7.2001， S.788; www.anwaltverein.de. Zum Beschluss des Prasidium des 

Deutschen Anwaltverein vom 5.4.2001; www.bmj.de/ggvlzpo_ refzpdt; Schne蜘， Das neue Zivilprozessrecht， ZAP Nr. 17，2001， 

S.1079ff.叫にJ.j除堕j。
(巴 Gesetzzur Anderung des Rechts der Vertretung durch Rect郎anwaltevor d巴nOberlandesgerichten durch das OLG-Vertretungs-

証nderungsgesetz-OLGVertrAendGvom 23.7.2002 (BGB1 1， S.2850)， in Kraft seit 1.8.2002. 杓必~' Gesetz zur Reform des Verfahrens 

bei Zustellungen im gerichtlichen Verfahren (ZustellungsrefOlmgesetz-ZustRG) vom 25.6.2001 (BGBl 1， S.1206)， in Kraft zum 

1.7.2002. ~..y ~ ¥'エνti'Hess， Neues deutsches und europäi~ ，ches Zustellungsrecht， NJW 2002， S.2417ff. ~総匹。

(沼)Neufassung aufgrund des Gesetzes uber rechtlich巴Rahmentedingungenfur den elektron悶 henGeschaftsverkehr (Elektronisches 

Geschaftsverkehr -Gesetz忍GG)vom 14.12.2001 (BGBl 1. S.3721)さ， 11001社 111m:: 1 1 1回会♂濯!とれJ';:;νエ心。
(包)Bundesjustizministerium www.bmj.de/ggr/erjukog.pdf. 

(自)Eberhard Baden， Gesetzgebung und Gesetzesanwendung im Kommunikationsprozes， Baden-Baden， 1977; Hermann HiIl， Einfuhrung 

indieG巴setzgebungslehre，Heidelberg 1982; Burkhardt Krems; Grundfragen der Gesetzgebungs1ehre， Berlin 1979; U1rich Klug (Hrsg.)， 

Ges巴tzgebungsth巴orie，juristische Logik， Zivil-und Prozesrecht， Ged証chtnisschriftfur Jurgen Rodig， Berlin 1978; Jurgen Rodig， 

Gesetzgebungstheorie， juristische Logik， Zivil-und Prozesrecht， Berlin 1978; ders.， Studien zu einer Theorie der Gesetzgebung， Berlin 
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1976; ders.， Vorstudien zu einer Theori巴 der Gesetzgebung， St. Augustin， 1975; Heinz Schoffer / Otto Triffterer (Hrsg.)， 

Rationalisierung der Gesetzgebung， Baden-Baden 1984; Schreckenberger (Hrsg.)， Gesetzgebungslehre， Stuttgart 1986; Friedlich-

Christian Schroeder， Beitrage zur Gesetzgebungslehre und zur Strafrechtsdogmatik， Heidelberg 2001; Hans Schneider， Gesetzgebung， 

2.Aufl.， Heidelberg 1991; Peter NolI， Gesetzgebungslehre， Reinbeck 1973. 

(色) ~i..\~~-.J ν笠'同長襟Q 円、久入、一七ミ (:記(c:m 和総堕~-.J .{..!O

(8) ~i..\~よ~-.J¥J:':!' Thomas / Putzo / Reichold / Hustege (N.21)， ~128a ZPO， RZ.5. 114-骨骨Gロ!鼠'*纏JG，毛布必い「縫νG'*縄」
;{，J4)百-Q ν~m国 ~1眠時、~G-'J-.Jい， Baumbach / Lauterbach / Albers / Hartmann (N.21)， @128 ZPO， N.1 0 杓♂'-l'I除司甑JG~安田~
:':! Iロ!鼠休縄」 レ G ドぞヨヨ1官~-'J lli!:~き心 lド与量出Jν エト(l' Zollner (N .21)， ~ 128a ZPO .，;l.jf総監。

(呂)Baumbach / Lauterbach / Albers / Hartmann (N.21)， @130a Rz. I und 2 ZPO; Thomas / Putzo / Reichold / Hustege (N.21)， ~130a 

ZPO， Rz.2; Zollner (N.21)， ~130a ZPO， Rz.3.Stadler (N.IO) .，;l.jf紬!。

(包)Lord Woolf(N.IO). 

(~) ~i..\~~-.J νさ出 (~) G;u:;m::判謡、い排気盤。

(~)紘寝ti' Gi11es， Prozesrechtsvergleichung / Comparative Proc巴duralLaw， 1996， S.2Sff. 

(:s) ~い-~~-.J ν 笠， Gilles， Der Beitrag der Sozialwissenschaften zur Reform des Prozesrechts， in: Gilles (Hrsg.)， Effektivit証tdes 

Rechtsschutzes und verfassungsmasige Ordnung 1983， S.105ff. (137); ders.， Zur Int巴grationvon Sozia1rechtswissenschaft und 

Prozesrechtswissenschaft. Die neuere Entwicklungen der letzten Jahre， in: Gilles (Hrsg.)， Aufgaben und Prozeseinrichtungen in der 

Bundesrepublik Deutschland， Chuo University Press， (Japan)， 1988， S.94ff.; ders.， Nationalbericht Deutschland (Bundesrepublik)， in: 

Roth (Hrsg.)， Rechtssoziologie und Prozesrecht， Nationalb巴richtenund Generalb巴richtzum Th巴ma'Der Beitrag der Rechtssoziologie 

zur Reform des Prozesrechts¥Wien 1983， S.37f. 

(宰)~斗~~-.Jν笠， Gilles (N.11). 

(~) ~ベ Lよ区Jい士l' ~>~'笠， Blankenburg / Leipold / WolIschl匂巴T(Hrsg.)， Neue Methoden im Zivilverfahren， 1999; Kotz / FTUhhauf 

(Kienbaum Unternehmensberatungs GmbH)， Organisation der Amtsg巴richte，1992; Kotz u.a.， (Kienbaum Unternehmensberatungs 

GmbH)， Organisation der Kollegialgerichte und des Instanzenzuges der ordentlichen Gerichtsbarkeit， 1993; Stock / Thuente / Wolff， 
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民
事
訴
訟
法
一
七
四
条
(
送
達
の
受
取
)

(
こ
弁
護
士
、
公
証
人
、
執
行
官
、
税
理
士
、
あ
る
い
は
、
そ
の
職
業
上
高
い
信
頼
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
人
問
、
官
庁
、
あ
る
い
は
、
公
法
上

の
社
団
、
施
設
に
対
し
て
は
、
受
取
書
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
で
、
書
面
の
送
達
が
可
能
で
あ
る
。

(
二
)
一
項
に
あ
げ
た
者
に
対
し
て
は
、
書
面
は
テ
レ
コ
ピ
ー
に
よ
る
送
還
も
可
能
で
あ
る
。
書
面
の
発
信
は
「
受
取
書
に
よ
る
送
達
」
を
指
示
し
た

上
で
行
わ
れ
、
発
信
地
、
送
達
の
名
宛
人
の
名
前
と
住
所
、
お
よ
び
、
書
面
を
発
信
し
た
司
法
職
員
の
名
前
の
認
識
が
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
一
一
一
)
一
項
に
あ
げ
た
者
に
対
し
て
は
、
電
子
文
書
に
よ
る
送
達
も
可
能
で
あ
る
。
他
の
訴
訟
関
与
者
が
明
示
的
に
同
意
を
与
え
た
場
合
も
、
同
様
と

す
る
。
発
信
の
た
め
の
書
面
に
は
電
子
署
名
が
付
さ
れ
、
無
権
限
の
第
三
者
が
文
書
の
内
容
を
知
る
こ
と
か
ら
保
護
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
受
取
書
は
、

電
子
文
書
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
又
は
書
面
に
よ
っ
て
も
交
付
で
き
る
。
受
取
書
が
電
子
文
書
で
発
行
さ
れ
た
と
き
は
、
署
名
の
代
わ
り
に
名
宛
人
の
名
前

を
挙
示
す
る
こ
と
で
足
る
。

(
四
)
送
達
の
証
明
は
、
裁
判
所
に
送
り
返
さ
れ
る
べ
き
、
日
付
と
名
宛
人
の
署
名
を
付
し
た
受
取
書
で
十
分
で
あ
る
。
受
取
書
は
、
書
面
、
テ
レ
コ

ピ
l
、
又
は
、
電
子
文
書
(
一
三

O
条
主
と
し
て
送
り
返
す
こ
と
が
で
き
る
。
受
取
書
が
電
子
文
書
で
交
付
さ
れ
る
と
き
は
、
署
名
法
に
よ
る
特
別

な
電
子
文
書
が
必
要
で
あ
る
。

民
事
訴
訟
法
一
二
八
条

a
(ヴ
イ
デ
オ
と
録
音
に
よ
る
口
頭
弁
論
)

(
一
)
当
事
者
の
合
意
が
あ
れ
ば
、
裁
判
所
は
、
申
立
に
よ
り
、
当
事
者
、
代
理
人
、
補
助
人
に
、
口
頭
弁
論
の
期
間
中
、
裁
判
所
以
外
の
場
所
に
滞

在
し
て
、
そ
の
場
所
で
手
続
行
為
を
行
う
こ
と
を
許
可
で
き
る
。
時
を
同
じ
く
し
て
、
口
頭
弁
論
は
当
事
者
、
代
理
人
、
補
助
人
の
滞
在
す
る
場
所
で
、

録
画
、
録
音
さ
れ
、
法
廷
に
伝
達
さ
れ
る
。



(
二
)
当
事
者
の
同
意
が
あ
れ
ば
、
裁
判
所
は
、
尋
問
の
最
中
、
証
人
、
鑑
定
人
、
又
は
、
当
事
者
が
裁
判
所
以
外
の
場
所
に
滞
在
す
る
こ
と
を
許
可

で
き
る
。
時
を
同
じ
く
し
て
、
尋
問
は
録
画
、
録
音
さ
れ
て
法
廷
に
伝
達
さ
れ
る
。
当
事
者
、
代
理
人
、
補
助
人
が
、
一
項
に
よ
り
、
裁
判
所
以
外
の

場
所
に
滞
在
す
る
許
可
を
得
た
と
き
は
、
時
を
同
じ
く
し
て
、
尋
問
は
録
岡
、
録
音
さ
れ
て
、
滞
在
場
所
に
伝
達
さ
れ
る
。

(
三
)
伝
達
は
記
録
さ
れ
な
い
。
一
項
、
二
項
の
決
定
は
、
取
消
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

裁判手続、遠隔通信技術、 IE(電子)訴訟法j

民
事
訴
訟
法
二
ニ
O
条
(
書
面
の
内
容
)

準
備
書
面
に
は
、
以
下
の
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
.
当
事
者
及
び
、
法
定
代
理
人
の
氏
名
、
身
分
、
職
業
、
住
所
、

の
表
示
。

二
.
当
事
者
が
法
廷
で
行
お
う
と
す
る
申
立
。

コ
一
.
申
立
の
基
礎
と
な
る
事
実
関
係
の
挙
示
。

四
.
相
手
方
の
事
実
上
の
主
張
に
関
す
る
陳
述
。

五
.
事
実
上
の
主
張
の
証
明
又
は
反
論
の
た
め
に
、
当
事
者
が
利
用
す
る
証
拠
方
法
の
表
示
、

述。
六
.
書
面
に
責
任
を
負
う
者
の
署
名
。

及
び
、
相
手
方
が
表
示
し
た
証
拠
方
法
に
関
す
る
陳

及
び
、
当
事
者
の
地
位
の
表
示
。
裁
判
所
及
び
、
訴
訟
物
の
表
示
。
付
属
書
類

テ
レ
フ
ァ
ッ
ク
ス
に
よ
り
伝
達
さ
れ
る
場
合
は
、

コ
ピ
ー
に
よ
る
署
名
の
複
写
。

民
事
訴
訟
法
二
一
一
O
条

a
(電
子
文
書
)

(
ご
準
備
室
目
面
及
び
そ
の
付
属
書
類
、
当
事
者
の
申
立
、
陳
述
、
第
三
者
の
情
報
、
証
言
、
鑑
定
、
陳
述
に
、
方
式
の
定
め
が
あ
る
と
き
も
、
電
子

丈
書
に
よ
る
表
示
が
裁
判
所
で
の
審
査
に
適
す
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
表
示
は
方
式
に
適
合
す
る
。
以
上
の
文
書
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
者
は
、
署
名

法
の
定
め
る
特
別
な
電
子
署
名
を
遵
守
す
る
必
要
が
あ
る
。

会
二
連
邦
政
府
及
び
州
政
府
は
、
そ
の
管
轄
内
で
、
何
時
か
ら
電
子
文
書
の
裁
判
所
へ
の
提
出
が
可
能
と
さ
れ
る
か
、
及
、
び
、
文
書
の
審
査
に
適
し

た
方
式
を
、
法
令
に
よ
っ
て
定
め
る
。
州
政
府
は
、
法
令
に
よ
り
、
州
司
法
当
局
に
授
権
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
電
子
方
式
の
許
可
は
、
個
別
の
裁
判

所
又
は
個
別
の
手
続
に
限
っ
て
行
う
こ
と
も
で
き
る
。

北法55(1・47)47



説

(
三
)
そ
の
受
領
を
指
定
さ
れ
た
裁
判
所
の
施
設
が
表
示
さ
れ
た
時
、
即
座
に
電
子
文
書
は
提
出
さ
れ
る
。

号b.a冊

民
事
訴
訟
法
二
九
二
条

a
(特
別
な
電
子
署
名
が
用
い
ら
れ
た
場
合
の
表
見
証
明
)

署
名
法
に
よ
る
検
証
に
基
づ
く
、
電
子
的
形
式
に
よ
る
署
名
の
真
実
性
の
表
見
を
動
揺
さ
せ
得
る
の
は
、

陳
述
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
対
す
る
、
真
剣
な
疑
念
を
基
礎
づ
け
る
事
実
に
隈
ら
れ
る
。

署
名
の
キ
!
の
保
持
者
の
意
思
に
よ
っ
て

北法55(1・48)48

民
事
訴
訟
法
二
九
九
条
(
記
録
の
閲
覧
、
謄
本
)

(
こ
当
事
者
は
訴
訟
記
録
を
閲
覧
し
、
事
務
課
を
通
じ
て
正
本
、
抄
本
、
謄
本
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
二
)
第
三
者
に
対
し
て
は
、
裁
判
所
長
は
、
当
事
者
の
同
意
が
な
い
場
合
に
は
、
第
三
者
が
法
律
上
の
利
益
を
疎
明
し
た
と
き
に
限
り
、
記
録
の
閲

覧
を
許
可
で
き
る
。

(
一
三
訴
訟
記
録
が
電
子
文
章
の
と
き
は
、
記
録
の
印
刷
に
よ
る
閲
覧
だ
け
が
可
能
で
あ
る
。
印
刷
は
事
務
課
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。

(
四
)
判
決
、
決
定
、
命
令
の
草
案
、
及
び
、
そ
の
準
備
の
た
め
の
作
業
、
並
び
に
、
評
決
に
関
す
る
書
類
は
、
閲
覧
も
謄
写
も
許
さ
れ
な
い
。

民
事
訴
訟
法
二
九
九
条

a
(
デ
l
タ
記
憶
媒
体
保
存
)

規
則
に
し
た
が
っ
て
、
原
本
に
代
え
て
録
画
、
又
は
、
デ
l
タ
記
憶
媒
体
に
、
訴
訟
記
録
が
伝
達
さ
れ
、
か
っ
、
複
製
が
原
本
と
一
致
す
る
と
証
明

さ
れ
た
と
き
は
、
録
画
、
又
は
、
デ
l
タ
記
憶
媒
体
に
よ
る
正
本
、
抄
本
、
謄
本
が
許
可
さ
れ
る
。
以
上
の
場
合
に
は
、
証
明
に
際
し
て
は
、
原
本
に

記
載
が
行
わ
れ
る
。

民
事
訴
訟
法
三
七
一
条
(
検
証
に
よ
る
証
明
)

(
二
検
証
に
よ
る
証
明
は
、
検
証
物
の
表
示
、

デ
l
タ
の
移
送
又
は
伝
達
に
よ
っ
て
行
う
。

(
二
)
対
象
が
挙
証
者
の
主
張
に
よ
れ
ば
挙
証
者
の
占
有
下
に
な
い
と
き
は
、
一
項
の
定
め
る
以
外
に
、
対
象
の
送
致
の
期
間
を
定
め
る
か
、

一
四
四
条
の
命
令
を
下
す
、
申
立
に
よ
っ
て
行
う
。
四
二
二
条
乃
至
四
三
一
条
の
規
定
は
、
準
用
さ
れ
る
。

及
、
ぴ
、
証
明
す
べ
き
事
実
の
開
示
に
よ
っ
て
行
う
。
証
明
の
対
象
が
電
子
文
書
の
場
合
は
、
証
明
は

又
は
、



(
二
一
)
当
事
者
が
期
待
可
能
な
検
証
の
受
け
入
れ
を
妨
害
し
た
と
き
は
、
対
象
の
性
質
に
関
す
る
相
手
方
の
主
張
は
証
明
さ
れ
た
と
見
な
さ
れ
る
。

裁判手続、遠隔通信技術、 fE(電子)訴訟法j

民
事
訴
訟
法
一

O
二
二
条
(
仲
裁
に
関
す
る
合
意
の
方
式
)

(
二
仲
裁
に
関
す
る
合
意
は
、
そ
の
合
意
を
証
明
す
る
、
当
事
者
が
署
名
し
た
書
面
、

電
報
、
或
い
は
、
他
の
情
報
伝
達
手
段
に
よ
っ
て
、
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
二
)
い
ず
れ
か
一
方
の
当
事
者
、
又
は
、
第
三
者
に
よ
っ
て
、
両
当
事
者
に
伝
達
さ
れ
た
書
面
の
中
に
、
仲
裁
に
関
す
る
合
意
が
含
ま
れ
、
か
っ
、

適
時
に
異
議
が
唱
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
き
は
、
書
面
の
内
容
が
、
通
常
の
取
引
慣
行
に
よ
れ
ば
契
約
内
容
と
見
な
さ
れ
る
場
合
も
、
前
項
の
方
式
に
適

合
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。

(
一
一
一
)
一
項
、
又
は
、
二
項
の
方
式
の
要
請
に
合
致
す
る
契
約
が
、
仲
裁
条
項
を
含
む
書
面
を
関
係
付
け
て
お
り
、
か
っ
、
契
約
が
仲
裁
条
項
を
契
約

の
一
部
と
す
る
と
い
う
方
法
で
、
関
係
付
け
ら
れ
て
い
る
場
合
は
、
以
上
の
契
約
は
仲
裁
に
関
す
る
合
意
を
基
礎
付
け
う
る
。

(
四
)
一
握
船
契
約
に
含
ま
れ
た
仲
裁
条
項
を
明
示
的
に
関
係
付
け
る
船
荷
証
券
の
発
行
に
よ
っ
て
も
、
仲
裁
に
関
す
る
合
意
は
基
礎
付
け
ら
れ
る
。

(
五
)
消
費
者
の
関
係
す
る
仲
裁
に
関
す
る
合
意
は
、
当
事
者
の
一
方
が
自
署
し
た
文
書
に
含
ま
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
一
項
が
定
め
る
書
面
の
方

式
は
、
民
法
一
二
六
条

a
に
よ
る
電
子
的
方
式
に
よ
っ
て
も
満
足
さ
れ
る
。
仲
裁
裁
判
手
続
に
関
係
す
る
そ
れ
以
外
の
合
意
、
そ
れ
自
体
は
、
文
書
や

電
子
文
書
を
含
ん
で
は
な
ら
な
い
。
公
正
証
書
に
関
し
て
は
、
以
上
の
例
外
と
す
る
。

(
六
)
方
式
の
破
庇
は
、
仲
裁
裁
判
の
本
案
の
口
頭
弁
論
の
開
始
に
よ
っ
て
治
癒
さ
れ
る
。

又
は
、
当
事
者
間
で
交
換
さ
れ
た
書
簡
、

フ
ア
ク
シ
ミ
円
九

【
付
録
E
】

「二

O
一
一
年
以
降
の
司
法
|
結
果
の
要
約
」
か
ら
の
抜
粋

現
在
使
用
中
、
及
び
、
将
来
の
技
術
的
発
展
に
よ
る
司
法
の
「
電
子
化
」

・
裁
判
官
と
検
察
官
の
職
務
で
も
、
自
宅
勤
務
が
大
幅
に
増
大
す
る
こ
と

-
ヴ
イ
デ
オ
会
議
と
そ
れ
に
類
す
る
技
術
的
手
段
が
、
口
頭
弁
論
に
取
っ
て
代
わ
る
潜
在
的
可
能
性

-
訴
訟
開
始
か
ら
送
達
に
至
る
ま
で
、
署
名
に
保
障
さ
れ
た
電
子
的
な
裁
判
手
続
、
及
び
、
以
上
に
関
す
る
期
間
と
証
明
の
問
題

-
電
子
的
に
保
護
さ
れ
た
情
報
の
管
理
、
及
び
、
従
来
は
司
法
が
「
書
面
に
保
護
さ
れ
た
」
情
報
調
達
を
優
先
し
て
き
た
こ
と
へ
の
影
響

北法55(1・49)49



へ
の
ト
レ
ン
ド
、
も
ち
ろ
ん
、

例
え
ば
、

北法55(1-50)50

説

-
現
在
と
比
べ
て
、
建
物
及
び
空
間
の
必
要
を
大
幅
に
減
じ
る
「
ヴ
ァ

l
テ
ヤ
ル
裁
判
所
」

う
に
、
「
一
定
の
場
所
で
の
」
手
続
は
絶
対
に
不
可
欠
で
維
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が

技
術
化

・
前
進
す
る
技
術
化
に
直
面
し
て
、
「
ヴ
イ
デ
オ
未
来
像
」
に
よ
っ
て
(
だ
け
)
で
は
な
く
、
特
に
、
「
人
間
と
人
間
の
聞
の
」
対
話
の
拡
大
に
よ
っ
て
、

社
会
の
能
力
を
強
化
し
、
法
的
平
和
を
実
現
す
る
機
能
を
、
司
法
は
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
。

・
司
法
は
、
人
間
と
の
交
流
に
よ
っ
て
、
内
外
に
向
か
っ
て
承
認
を
得
る
チ
ャ
ン
ス
が
あ
る
。
法
的
平
和
は
、
技
術
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
本
当
の
意

味
で
当
事
者
の
意
見
を
「
聞
く
」
こ
と
で
も
た
ら
さ
れ
る
。

-
刑
事
法
だ
け
で
は
な
く
、
ア
ジ

l
ル
法
(
政
治
難
民
法
)
、
行
政
法
、
社
会
法
、
及
び
、
多
く
の
私
法
上
の
紛
争
に
お
い
て
も
、
技
術
の
発
展
と
は

別
に
、
決
定
的
な
の
は
人
間
と
の
交
流
で
あ
る
。

・
技
術
の
進
展
に
も
関
わ
ら
ず
、
司
法
を
「
象
徴
す
る
モ
ノ
」
(
例
え
ば
、
法
服
、
分
か
り
ゃ
す
い
手
続
の
進
行
)
は
、
そ
れ
が
法
的
平
和
に
貢
献
す

る
限
り
で
、
重
要
で
あ
る
。
他
国
で
は
、
こ
の
よ
う
な
象
徴
物
の
一
部
は
、
依
然
と
し
て
際
立
っ
た
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

・
自
宅
勤
務
、
遠
隔
勤
務
の
急
増
は
、
近
い
将
来
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。
「
人
間
は
共
同
作
業
を
望
ん
で
い
る
」

-
一
言
語
認
知
の
技
術
、
及
び
、
電
子
的
に
保
護
さ
れ
た
情
報
収
集
と
情
報
処
理
は
、
近
い
内
に
裁
判
所
の
仕
事
を
変
化
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。

・
討
論
で
き
な
か
っ
た
も
の
の
中
で
重
要
な
の
は
、
内
容
と
他
人
の
修
得
し
た
こ
と
の
伝
達
(
例
え
ば
、
判
決
の
長
さ
と
言
語
)
に
関
す
る
問
題
で
あ

る
。
そ
れ
が
解
決
で
き
て
始
め
て
、
裁
判
の
進
行
に
電
子
的
補
助
手
段
が
影
響
す
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。

・
多
様
化
し
つ
つ
あ
る
社
会
の
た
め
に
、
司
法
は
様
々
な
ア
ク
セ
ス
の
手
段
を
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
問
題
は
、
「
口
頭
弁
論

に
代
わ
る
ヴ
イ
デ
オ
会
議
」
で
は
な
く
、
「
ど
の
様
な
手
続
や
、
何
を
目
的
と
す
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